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新しい「かかりつけ医」 
本書は、「知財戦略の専門家の活用」という視点から、中小企業の知財戦略のポイントをまとめた事例集です。 
2009年版は、専門家の皆様への参考資料を加えました。 
中小企業の経営者、知的財産を担当する技術者の方、専門家の皆様は、ぜひお読み下さい！ 



 はじめに 
 

　我が国の中小企業は、知的財産に関する経験や体制が十分ではないため、優れた技術を持って

いてもそれが競争力の強化につながりにくいのが現状です。近年のグローバル化や市場競争の激

化の中で、中小企業がリスクを減らし、事業を優位に進めていくためには、知的財産を最大限に活か

していくことが重要となります。すなわち、知的財産戦略の確立が急務です。しかしながら、中小企業

では知財戦略を考える時間や人手がないのも事実でしょう。 

 

　最近では、中小企業の知財戦略を支える「専門家」が育ちつつあります。技術士、中小企業診断

士、弁理士、弁護士、公認会計士、専門のコンサルタントなど――これらの専門家は、知的財産という

切り口から、企業の研究開発戦略や事業戦略を協働で考える「知財戦略コンサルティング」という新

しい支援サービスを始めています。この支援は従来の代理業務や、実務指導を超えて、中小企業の

経営に知的財産を深く根付かせ、企業価値を高めることに貢献します。 

 

　本書は、このような知財戦略コンサルティングの事例をわかりやすく紹介したものです。この事例を

読めば、専門家と共に知財戦略を立案していくためには、企業としてどのように取り組めば効果的な

のかが具体的に理解できるでしょう。外部のスペシャリストの活用方法という視点で編集された事例

集です。 

 

　また、2009年版ではこれまで知財戦略コンサルティングを実践した専門家の座談会も掲載していま

すので、これから中小企業向けの知財戦略支援を行いたい専門家の方にも参考になるでしょう。 

 

　知財戦略の専門家は、企業にとって新しい「かかりつけ医」です。企業の元気な成長のため、健

康診断をしてもらいませんか。中小企業の経営者、知的財産を担当する技術者の方は、ぜひ本書を

お読み下さい。本書が皆様の知財戦略の構築や、専門家活用のための一助となれば幸いです。 

 

　本書の成果は、関東経済産業局「平成20年度地域中小企業知財戦略支援人材育成事業」に

ご協力いただいた委員会委員、モデル支援企業、実地研修講師のコンサルタントの方々、専門家の

方々のご協力の賜物であり、ここに関係者各位に厚く御礼申し上げる次第です。 
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知財戦略とコンサルティング 
～専門家の活用ノウハウ～ 

 

第1章 



　「知財は重要だ！」「知財戦略の構築が急務！」--こんな言葉を聞いたことはありませんか？近年、ビジネスの

世界で知的財産の重要性が指摘されています。これはなぜでしょうか。 

 

　本節では、あらためてこの「知的財産」や「知的財産戦略」について、本書では企業経営の観点から考え

ます。 

 

　まず、一般的に「知財」（ちざい）と一括りにいわれることが多いのですが、「知的財産」と「知的財産権」と

の意味は異なります。知的財産というのは、発明やデザインなど知的に創造されたものや、企業のブランドイ

メージを示す名称やマークを指した言葉です。簡単にいうと、人間の幅広い知的創造活動の成果のことです。

ですから、たとえば企業の技術者による研究開発活動の成果は「知的財産」に該当します。差別化された知

的財産を生み出したり、それを対外的にアピールしたりすれば、顧客からの評価を高めることになり、取引・売上

につながります。 

 

　ところで発明やノウハウといった「知的財産」は、その内容が他社に伝わると簡単に真似されてしまいます。

せっかく研究開発活動へ投資しても他社に真似されてしまっては、技術者も意欲が湧かなくなります。 

 

　そこで、知的財産を法律で保護したものが「知的財産権」です。具体的な権利としては「特許権」だけでな

く、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」などがあります。知的財産が知的財産権として権利化されると、そ

の内容が公開される代わりに、一定の期間独占的にその知的財産を実施する権利が与えられます。「独占的

に実施」という意味は、他社が真似してはいけないということです。つまり、企業経営にとって知的財産権の取

得は、市場への参入障壁を築く効果があります。 

 

　「知的財産」と「知的財産権」とでは意味することや、企業経営に与える効果も異なります。これらの言葉を

意識的に使い分けて、知的財産戦略を考えることが重要です（図表1-1参照）。 
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■ 知的財産は企業経営にとってどのような意味を持つの？

 

　ここで、知的財産権の取得等によって「知的財産」をマネジメントすることの企業経営に対する意味につい

てもう少し考えてみましょう。 

 

　たとえば他社と一味違う差別化された研究開発の成果を生み出した場合、顧客からの評価を高めることによ

り、その製品が売れるかもしれません。しかし、これだけでは競合他社が同じような製品を作って市場に参入して

くるリスクが残されます。顧客からすれば、技術力に大差が無く、品質や納期が同程度の製品の場合は、価格

が安い方を選ぶのが合理的な選択です。その結果、競合他社との価格競争に陥り、高い利益を得るのが難し

くなってしまうでしょう。つまり、研究開発に注力するだけでは「利益」を得ることができません。 

 

　ここで「特許権」を取得した場合はどうでしょう。競合他社は特許権の存在から同じような製品を作ることが

難しくなり、市場に参入しにくくなります。先述のように知的財産権は市場への参入障壁の役割を果たします。

結果的に、他社との価格競争には陥らず、自社製品の価格を決める主導権を握ることができます。つまり、価

格決定力が高くなります。このようにして知的財産権を取得すると、高い利益につながるのです（図表1-2参照）。

かつて米国の元大統領リンカーンは「特許制度は、天才の火に利益という油を注いだ」といっています。 

知的財産： 
人間の知的創造活動の成果！ 

知的財産権： 
知的財産を法律で保護！ 

デザイン 

ブランド 

など 

など 

発明 

ノウハウ 

特許権：発明に対し
て20年保護 

意匠権：デザインに対し
て15年保護 

商標権：商品のマークを
10年保護 

実用新案権：考案に
対して10年保護 

著作権：精神的創作を
死後50年保護 

図表1-1　知的財産と知的財産権のイメージ 

○知的財産は、知的創造活動の成果。 
○知的財産権は、知的財産を法律で一定期間保護したもの。 

ここが　ポイント 
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自社が特許権を取得する 

自社の市場シェアが高まる 

競合他社による市場参入 
が困難になる 

自社の製品価格が高まる、 
高い利益を得る 

顧客に対する 
価格決定力が高まる 

競争力の向上、 
企業価値の向上 

【顧客】 

【自社】 

【競合他社】 特許権 

参入 
困難 

特許権の取得 

参入市場 

市場シェアの向上 

高い利益の獲得 

高価格で  
製品を購入 

価格決定力が 
高まる 

図表1-2　知的財産のマネジメントによる競争力の向上 

　知的財産をマネジメントすることの企業経営にとっての本質的な意味は参入障壁の構築、利益への貢献と

いう点ですが、このほかにもあります。たとえば、顧客や投資家へのPRという意味もあるでしょう。そもそも特許

権が登録されていれば、その技術は「新しいこと」「容易に考え出すことができないこと」といった基準をクリア

しているはずです。知的財産権を取得していることを顧客や投資家にPRすれば、技術力や事業戦略に対する

信頼を高め、製品の販路が拡大したり、資金調達が容易になったりする可能性もあります。最近では、知的財

産の情報を「知的財産報告書」「知的資産経営報告書」といった形で発信し、対外的にPRを展開してい

る企業も出始めています。さらにこうした積極的な情報開示の結果、金融機関からの融資を利用することが

できた企業もあります。 

 

　また、特許権の情報を上手く活用して、研究開発や事業のテーマを決めることもできます。特定のテーマに

関する特許権の出願傾向を調査・分析して、自社の研究開発の投資をどのような分野に集中すれば良いかを

明らかにすることができるでしょう。このように、知的財産権は企業の研究開発戦略や事業戦略を決める上で

重要な情報となります。 

 

　忘れてはならないのは、知的財産権の存在は技術者の研究開発への意欲を高める効果があることです。

技術者が発明した成果が権利として登録されれば、さらにそれが企業経営に貢献しているとなれば、自らの仕

事に「誇り」や「自信」を持つのではないでしょうか。研究開発への組織風土を活気あるものに変えるキッカケ

として、知的財産のマネジメントに取り組んでみませんか。 

○知的財産のマネジメント（権利化等）は、市場への参入障壁を築き、利益を生み出す。 
○また、研究開発戦略、事業戦略に対しても様々なメリットがある。 

ここが　ポイント 
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■ What's知的財産戦略？

 

　知的財産を権利化することで市場の競争環境をコントロールし、利益を生み出すとともに、企業の研究開発

戦略や事業戦略と深い関係にあるということが分かりました。 

 

　では、知的財産戦略、知財戦略とは一体何なのでしょうか。 

 

　「戦略」を使った言葉として「経営戦略」や「企業戦略」がよく言われますが、これは経営の目的を達成する

ために、外部の経営環境に対応し、経営資源を効果的に活用することです。長期的な視野で全社的に目指

すべき方向性を示す基本方針といえます。 

 

　経営戦略と同じことが、企業の知的財産戦略にもいえます。 

 

　知的財産戦略とは、企業が蓄積してきた知的財産を重要な経営資源の一つとして明確に位置づけた上

で、競争力を向上させる（利益を生み出す）観点から、他の経営資源や開発・生産・販売プロセスと効果的

に結合・融合させていく基本方針のことです。換言すると、知的財産を企業経営の中で明確に意味づけ、最

大限に活かすための戦略です。なお、このような知的財産戦略が根付いた経営のことを、知的財産経営と呼

んでいます。 

 

　ここで、企業の競争力強化に結び付くことが重要です。その目的がない限り知的財産戦略とはいえません。

たとえば、何の目的も基準もなく、とりあえず特許権をたくさん出願するといった「ノルマ制」のような取り組み方

（特許権の出願自体が目的になるような取り組み方）は、かえって企業価値を損なうこともありますので、この場

合は厳密には知的財産戦略とはいえません。競合他社に対する優位性を築くために、必要な技術を権利化し

て参入障壁を築く、というのが戦略の在り方です。 

 

　もう1つ重要なのは、企業の固有の環境や経営資源を十分に考慮することです。企業によって置かれてい

る環境や、業種・業態も異なります。そのため、知的財産の経営における位置づけや、取り組み方も違います。

たとえば、市場環境や製品ライフサイクルによっては、一概に特許権によって参入障壁を築くのが合理的な選

択肢かどうかも分かりません。それよりも、ノウハウとして技術情報を秘匿することや、逆に、すみやかに技術情

報を公開して市場の活性化を促すことが効果的な場合もあると考えられます。その企業の固有の状況をしっ

かりと考えるのが戦略的思考であり、そのため知的財産戦略は千差万別なのです。 
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　最後に留意したいことは、知的財産戦略が特に必要になるのは、「技術力」を企業の強みとしている場合

です。知的財産は経営資源の一部であり、必ずしも知的財産戦略を構築すれば経営戦略は十分であるとは限

りませんが、技術力を強みとする企業にとって、その強みを特許権等でどのように保護していくかという知的財産

戦略は、特に経営上重要なテーマの一つになると考えられるからです。企業経営においては、まず自社の強み

をしっかりと認識した上で戦略を考えることに留意する必要があります。 

　すなわち、企業経営では「知的財産戦略ありき」とはなりません。とはいうものの、中小企業においては知的

財産の重要性がますます高まっています。それを次節で説明します。 

○知的財産戦略は、企業の競争力を強化するためのもの。 
○知的財産戦略は、知的財産を最大限に活かすための基本方針である。 

ここが　ポイント 
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1-2 中小企業にとっての知財戦略の重要性 

　ここまでは、知的財産の企業経営における意味を考えてきました。これは中小企業であれ大企業であれ、企

業規模によらず共通のことです。では、とりわけ中小企業で知財戦略が重要なのはなぜでしょうか。 

 

　企業が知財戦略を考える時、どのような研究開発分野に投資をすればよいのか、あるいは、どのような研究

開発成果について特許出願を行えばよいのか、戦略的な意思決定が求められます。とくに研究開発や特許出

願には、資金はもとより人手も含めた一定の投資が必要です。さらにいえば、知財戦略の判断の誤りは、近年

の侵害訴訟や模倣品の流通をみてもわかるとおり、企業経営に致命的な損害を与えかねません。 

 

　翻って、中小企業では、大企業に比べると人材や資金といった経営資源が限定されるため、研究開発投資

や知的財産権の出願・補正手続等に対して、無駄なコストをかけるわけにはいきません。その意味では、知的

財産についてはより厳しい意思決定を行い、限られた経営資源を戦略的に投資する必要があります。事業

規模が大きい大企業は様 な々テーマの研究開発を行ったり、多数の特許権を出願したりする余裕がありますが、

中小企業では真に必要なことに絞って人材や資金を投入せざるを得ません。コアとなる研究開発分野を厳しく

見極め、その中で必要な発明に厳選して権利化していく高度な判断が求められるのです（図表1-3参照）。 

 

　また、知的財産戦略が失敗した場合、中小企業では経営に与える影響が大きいことも重要です。たとえば、

コア分野への研究開発投資を行った結果、販売を目前にして、その技術が他社権利を侵害していることが分

かった場合、権利者から実施許諾を得ない限り販売することができなくなります。無駄な研究開発コストが発生

するのはもちろんのこと、最悪の場合、最初から研究開発分野の選択をやり直す必要があります。大企業であ

ればある程度の失敗は吸収できますが、コア分野に集中投資してきた中小企業ではそうはいきません。中小企

業にとっては知的財産のリスクが大きいのです（図表1-4参照）。 
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コアとなる研究開発  
分野を選定 

発明を厳選  
して権利化 

様々な研究開発  
分野に参入可能 

大企業の場合 中小企業の場合 

限られた  
経営資源 

豊富な  
経営資源 

様々な特許権を出願可能 

コア分野 研究開発分野Ｂ 研究開発分野Ａ 

企業経営における知財戦略の失敗パターンの例  
　「研究開発成果が他社権利を侵害していた…」  
　「不必要な特許権を取得・維持していた…」　など 

中小企業 大企業 

経営資源が豊富なため、  
コストをある程度吸収できる  
（失敗時のリスクが小さい） 

図表1-3　中小企業における経営資源と知的財産戦略 

図表1-4　中小企業における知的財産戦略の失敗リスク 
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○経営資源が限られる中小企業ほど、研究開発投資や権利化には戦略的な視点が不可欠。 

ここが　ポイント 



　このような中小企業の内部事情のほか、外部環境も変化しています。とくに製造業では、グローバル化を受

けて、大手メーカーが取引先を合理的に選別する傾向が強まり、従来の長期的な取引関係から、下請取引や

系列取引に依存しない多面的な取引関係に変化しています（最近では「メッシュ化」ともいわれています）。た

とえば、継続的に受注をしてきた大手メーカーに、ある日契約を打ち切られるような事態も起こり得ます。その意

味で、これまで以上に中小企業の「力」が試されるようになってくるでしょう。単なる受注製品の製造から、高度

な技術に裏付けられた自社製品を開発していく上で、知財戦略の重要性はますます高くなっています。 

　また、取引関係の多様化により中小企業の取引先が増加すること、中小企業の水平的な連携によって共

同研究等への取り組みが活発化していることから、他社からの技術流出のリスクも高まっています。その意味

では、これまで以上に営業秘密管理が求められるともいえます（図表1-5参照）。 

図表1-5　ものづくり中小企業の取引関係の変化と知的財産戦略 

メーカー 

中小企業 

中小企業 中小企業 中小企業 

海外 
現地企業 

中小企業 中小企業 中小企業 

メーカー 

海外現地調達 多数の取引先との、多面的な取引関係へ 

水平的な連携 
（共同研究等） 

ポイント・・・  
取引先増、共同研究増で、営業秘密 
管理、契約交渉の重要性高まる 

ポイント・・・  
知的財産で差別 
化できない企業は 
取引減リスクあり 

少数の大口取引先に依存した取引 

メーカー メーカー 

中小企業 

「メッシュ化」 
の進展 

ＩＴ化、  
グローバル化 
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○中小企業の取引関係の多様化により、知的財産戦略の重要性はますます高まる。 

ここが　ポイント 



知的財産 
担当者あり、 
　75.6

知的財産 
担当者なし、 
　24.4

（単位 ： ％） 
有効回答41件 

知的財産 
担当者あり、 
　38.1知的財産 

担当者なし、 
　61.9

（単位 ： ％） 
有効回答1003件 

（資料）財団法人知的財産研究所「中小・ベンチャー企業における知的財産の 
活用方策に関する研究会報告書」（2005年3月）のアンケート結果より 

大企業（従業員数300人以上の企業） 中小企業（従業員数300人未満の企業） 

図表1-6　大企業と中小企業における知的財産担当者の有無の比較 

　中小企業が知財戦略を立てるには、どうしたらよいのでしょうか。自社を取り巻く経営環境や技術動向、社

内の現状を分析して、実態に即した戦略を立てたいものです。しかし、先述したように、中小企業ではその戦

略を考える人材も時間も限られています。実際にマクロデータをみると、中小企業において知的財産担当者

がない企業が約6割に上ります（図表1-6参照）。知的財産への年間予算も大企業と比較すると低い水準

にあります（図表1-7）。社長も技術者も忙しく、研究開発戦略や出願戦略を考える時間も人手もないのが

現状ではないでしょうか。そのような中で、知的財産については経営者の「経験」と「勘」に頼らざるを得ま

せん。しかしながら、知的財産のリスクを甘く見積もると、中小企業の経営に致命的な損害を与えかねないの

は先述のとおりです。 

中小企業経営者 

1-3 知財戦略コンサルティングって何？ 

9

第
１
章
　
知
財
戦
略
と
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ 



単位：百万円 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

0
大企業（従業員数300人以上、 

有効回答数15） 
中小企業（従業員数300人未満、 

有効回答数191） 

（資料）財団法人知的財産研究所「中小・ベンチャー企業における知的財産の
活用方策に関する研究会報告書」（2005年3月）のアンケート結果

コンサルティング風景 

図表1-7　大企業と中小企業における知的財産の年間予算（人件費を含む）の比較 

　そこで、中小企業の現実的な選択肢の1つとして、外部の専門家の支援を得ることが考えられます。最近

では、こうした専門家による知財戦略に対する支援のことを「知財戦略コンサルティング」や「知財経営コン

サルティング」、「知的財産コンサルティング」と呼んでいます。 

 

　このコンサルティングは、知的財産を切り口として企業の事業展開を総合的に支援し、競争力の向上を狙う

ものです。これにより、知的財産経営の考え方を中小企業の経営に組み込むことができます。 

 

　ここで留意したいのは、知財戦略コンサルティングは、単なる権利化の代理業務や法制度のアドバイスで

はない、ということです。中小企業の固有の問題点を把握し、それに即した形で事業戦略に対する知的財産

の意味を明確にするための支援です。具体的なコンサルティングの手法として、発明発掘支援や特許マップ

に基づく研究開発テーマの分析、事業の参入障壁を築くための出願戦略の検討、知的財産報告書・知的資

産経営報告書による情報開示等が考えられます（図表1-8参照）。 

57.1

17.3

1-3 知財戦略コンサルティングって何？ 
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どのような  
研究開発分野で  
勝負するか？ 

○特許調査  
○特許マップ分析  
　　　　　　など 

知的財産を核とした 
コンサルティング 
実務メニューの例 ○知財報告書作成  

○ライセンス支援  
　　　　　　など 

○出願・ノウハウ  
　の戦略的峻別  
○発明の発掘  
　　　　　など 

どのように 
参入障壁を 
築くか 

どのように  
製品を 
売るか？ 

【事業化フェーズ】 【保護フェーズ】 【研究開発フェーズ】 

中小企業の経営資源（技術、人材、資金など）、外部環境（市場動向、競合他社など）の分析 

図表1-8　知財戦略コンサルティングの内容、実務メニュー 

　知財戦略を支援する専門家は、「医者」に似ています。とくに日ごろからのリスクマネジメントという意味では、

病気にならない体質をつくるための予防医学を得意とする医者に近いかもしれません。知的財産という切り口

から企業を診断して、大きな問題を未然に防ぐとともに、健康をさらに増進させるための戦略的なアドバイスをし

ます。企業の元気な経営を支える「かかりつけ医」と付き合ってみるのもよいでしょう。 

 

　もちろん、企業が知的財産を学んでゆけば独力でも処方箋が分かりますから、専門家との協働が前提になる

わけではありません。ただし、人手が限られる中小企業では1から知財戦略を学んでゆくのは相応の時間がかか

りますし、その間にビジネス環境も変化して、リスクが高まる可能性もあります。知財戦略コンサルティングを行う

IPトレーディング・ジャパンへのインタビューによれば「コンサルタントを活用すれば、1からではなく、もっと高いレ

ベルから（知財戦略を）スタートできる」でしょう。すなわち、「高いステージからスタートアップしたい」「新しい戦

略のために時間を買いたい」といった場合は、専門家の活用が向いているかもしれません。 

　では、具体的にどのようなコンサルティングを行うのでしょうか。イメージを持つために、次に特許マップ分析と

そのコンサルティングを取り上げます。 

○中小企業は専門家と共に知的財産戦略を構築するのも有効。 
○知財戦略コンサルティングの専門家は、企業の健康増進をアドバイスする「かかりつけ医」。 

ここが　ポイント 

1-3 知財戦略コンサルティングって何？ 
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　「特許マップ」とは、特許情報を分かりやすく視覚化したものです。特許情報は市場や顧客ニーズを探

索するための極めて質が高い情報の1つですから、この特許マップを分析することによって研究開発戦略、

事業戦略の立案に役立てることができます。 

 

　たとえば、他社と自社の権利化情報を視覚化すれば、業界における各社の強みや弱みが明確になり、

自社の位置づけを把握することができます。この結果「どのような研究開発テーマで勝負するべきか」「ど

のように参入障壁を築くべきか」といった研究開発戦略や事業戦略を立てる上での客観的な論拠となる

のです。 

 

　しかし、出願の調査やビジュアル化には手間がかかりますし、最初は企業の技術者だけでは難しいかも

しれません。そこで、専門家と共に特許マップを作成・分析して、今後の戦略を検討するのです。 

 

　実際のコンサルティング事例をみてみましょう。 

 

　コピー・プリンタ機器用のキャリア（トナーを運

ぶ鉄粉）で世界シェアの約3分の2を誇るパウダ

ーテック株式会社へのコンサルティングでは、あ

る技術分野において他社と自社の出願件数を

時系列でマップ化しました。マップをみると、まず、

業界の中でもパウダーテック社の特許出願件数

が優位を保っていることがわかり、この技術分野

において特許権が参入障壁として機能している

ことの裏づけになりました。他社の中では、A社や

B社の出願件数は近年減少していますが、C社の

出願件数が伸びています。特許情報の観点から

は、同社の研究開発においてC社が脅威になる

可能性があります。 

 

　また、同社では、顧客メーカーX社のある技術

分野の中の細分類ごとに出願件数を調査しま

した。その結果、細分類Cや細分類Eに定常的

に多くの出願が集中していることがわかりまし

たが、直近の件数は微減しています。 

～特許マップの分析による事業戦略の検討～ 

1-3 知財戦略コンサルティングって何？ 
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コンサルティング活用事例 



したがって、この細分類における顧客メーカーのニーズや研究開発が、最近減少している可能性もあり

ます。 

　さらに、コンサルティングチームは現在開発中の新技術分野（新型キャリア）についても特許マップを

作成・分析し、新技術分野では競合他社はどのようなテーマで研究開発を行っているのか、それに対し

て自社はどのような対応を採るべきかを分析しました。 

　このように、パウダーテック社の事業戦略を検討する上で、特許マップを通じた質の高い、客観的な

視点からの検討が可能になりました。また、コンサルティングチームと企業チームが協働でマップを作成

したため、「今後も継続的に研究開発戦略を検討・精査していくためのベースができた」（同社担当者

のコメント）といいます。 

　経営資源の限られる中小企業では、本当に必要な研究開発テーマや、権利を考える必要があります

ので、特許マップは強い武器になるでしょう。 

 

　もう１つの事例をみてみましょう。 

　東京農工大学の研究成果のペプチドの合成・修飾技術の事業化を目的として設立された大学発

ベンチャー、ＪＩＴＳＵＢＯ株式会社（詳細は41ページ）に対するコンサルティング事例です。同社は、受託

事業から脱却して成約企業等との共同開発を通じたロイヤリティ収入を得るようなビジネスモデルを目指

しています。このようなアライアンスを実現するためにも、自社技術の優位性を確認することが重要です。 

　コンサルティングチームは特許調査を行い、本分野における特許の公開公報を時系列で分析しまし

た。全体として、経年変化は少なく、技術的な関心が継続的に高いことがわかります。また、化合物に関

する公開件数は減少傾向にあるのに対して、ＪＩＴＳ

ＵＢＯが注力している製造方法に関する公開件数

は増加していることがわかりました。これにより、本分

野は積極的に研究が行われている成長分野である

ことが確認できました。 

　さらに、公開公報の詳細の内容について、ＪＩＴＳ

ＵＢＯの担当者とコンサルティングチームの専門家

が一緒になって読み込んでいくことで、ＪＩＴＳＵＢＯの

技術的な優位性やアライアンス先の候補企業が

客観的に明らかになりました。 

　このように、特許マップは将来のアライアンスに臨む際に、自社技術の優位性を客観的に示す基礎

資料ともなるのです。ぜひ、チャレンジしてみてください。 

 

※パウダーテックの事例は、知財戦略コンサルティング活用事例集2008年版をご参照ください。 

　事例集2008年版のURL:http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20080520consuljireisyu.html 

※ＪＩＴＳＵＢＯの事例の詳細や、その他の事例は、本書の第２章を参考にして下さい。 
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1-4 知財戦略コンサルタントとはどのような専門家か 

　特許権を出願したことがある中小企業であれば、すでに弁理士に代理業務を依頼していると思います。もしこれ

から知財戦略コンサルティングを受けたいと考えていたら、弁理士は権利化の専門家ですから、その弁理士に出

願や補正手続等の代理業務にくわえて、自社の知財戦略に対するコンサルティングをしてもらうという方法も考え

られます。たとえば、自社の「事業」に貢献するような特許権の出願戦略についても相談してみるとよいのでは

ないでしょうか。ある発明が生まれたら、「その発明でどのような事業をしたいのか」、「その発明に関する事業環

境はどのようになっているのか」、「事業化にあたって社内の人材や生産・販売体制がどのような状況なのか」と

いった事業戦略を弁理士に説明して、どのような出願戦略を立てれば良いのか相談してみましょう。 

 

　また、知財訴訟やライセンス交渉、契約締結などの知的財産の「活用」を中心としたコンサルティングの場

合は、企業の知的財産や契約に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。この場合でも、知的財産を活用す

るにあたっての事業戦略を弁護士に説明するのが第一歩です。 

 

　最近では知財戦略コンサルティングを専門に扱うコンサルティング会社も現れています。独自のネットワーク

をもとに、知財戦略だけでなく事業戦略や研究開発戦略まで幅広いサービスにワンストップで対応しているの

が特徴です。 

 

　このほか、研究開発戦略を中心とするならば技術士や技術系のコンサルティング会社、事業戦略ならば中小

企業診断士や経営コンサルティング会社、知的財産の評価であれば公認会計士など、企業が抱える悩みに応

じた専門家が考えられます。 

 

　知財戦略には様々な専門家がいます。知的財産戦略の目標、コンサルティングの目的に応じて、どのよう

な専門家が望ましいかを決めます（図表1-9参照）。 

 

　ただし、知的財産戦略は、研究開発戦略や事業戦略と三位一体で確立していくものであるため、単一の

領域の専門家では対応しきれないことが多いと考えられます。たとえば、弁理士や特許調査会社による特許調

査の結果、攻めるべき研究開発テーマが決まったとしら、そのテーマを実現するための研究開発マネジメントに対

する助言は、技術士や技術系のコンサルタントのような専門家が優れている可能性もあります。このような場合で

は、異なる専門家で組成された支援チームに依頼する方法が現実的です（あるいは総合的な支援機能を有す

る専門のコンサルティング会社への依頼も有効です）。 

中小企業経営者 
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＜研究開発を支援する＞ ＜知的財産権を支援する＞ ＜事業化、販路を支援する＞ 
 

○技術士  
　→ 調査、研究開発戦略等  
○特許調査会社  
　→ 調査、特許マップ分析等
  
　　　　　　　　　　など 

○弁理士  
　→ 出願、補正手続等  
○弁護士  
　→ 侵害対応、契約等  
○公認会計士  
　→ 価値評価等  
　　　　　　　など 

○中小企業診断士  
　→ 事業戦略、販路拡大等  
○知財取引・仲介会社  
　→ ライセンス支援等  
○金融機関  
　→ 担保融資、信託等  
　　　　　　　など 

図表1-9　専門家マップ 

○日ごろ付き合っている専門家に「事業」や「研究開発」に貢献する知財戦略を相談してみよう。 
○研究開発戦略や事業戦略といった幅広い問題を解決する場合、異なる専門家で組成された   
   支援チームに依頼する。 

ここが　ポイント 

15

1-4 知財戦略コンサルタントとはどのような専門家か 
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1-5 専門家の探し方・選び方　　　 

1-5 専門家の探し方・選び方 

弁理士ナビ（日本弁理士会）　　　http://www.benrishi-navi.com/ 

○中小・ベンチャー企業に対応する意思のある弁理士を探せます。 

○取り扱い業務の検索項目に「知的財産戦略コンサルティング」があります。 

弁理士マッチング支援システム（東京都知的財産総合センター） 

　　　http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/benrishi/index.html 

○電子メールを利用した双方向のマッチングシステムです。 

○東京都内の中小企業を対象にしています。 

Access!

弁護士知財ネット　　　http://www.iplaw-net.com/ 

○知財訴訟や法律相談等の相談について、まずは地域会の連絡窓口に問い合わせます。 

Access!

弁理士を探したい 

弁護士を探したい 

ビジネスクリニック（社団法人中小企業診断協会） 
　　　http://www.j-smeca.jp/contents/004_goshoukai.html 

○中小企業診断士の紹介・斡旋を無料で行っています。 

Access!
中小企業診断士 
を探したい 

　前節でみたように知財戦略を支援する専門家はたくさんいます。 

 

　では、これまでに取引がない専門家の場合は、どのように探せばよいのでしょうか？　特定の人脈を頼って紹

介してもらうと安心ですが、それが最良の方法かどうかはわかりません。 

 

　最近では専門家ごとに便利な人材データベースや公的な人材紹介事業があります。まずは、こちらにアク

セスして、気軽に活用してみてはいかがでしょうか。 

　上記では、各分野の専門家の人材データベースを紹介しました。一方で、「知財戦略コンサルタント」のデー

タベースはあるのでしょうか？　最近では、特許庁により「地域・中小企業等知財戦略支援人材データベース」

が設置されました。このデータベースは「大企業の知財関係部局を経験されたＯＢ等の支援人材」が登録され

ており、専門分野別・地域別等の希望条件により支援者を検索することができる便利なシステムです。 

中小企業経営者 
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○専門家に事業の視点、中小企業の視点があるかを確認する。 

ここが　ポイント 

特許庁「地域・中小企業等知財戦略支援人材データベース」 
https://selfpage.sky-inet.ne.jp/chizai/

　また、特許庁「特許情報提供事業者リスト集」 

（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url= 

　　　　　　　　　/kanren/gyousya.htm）、 

独立行政法人工業所有権情報・研修館「知的財

産権取引業者データベース」

（http://www.ryutu.inpit.go.jp 

　　　　　　　　　　/agents/index.html） 

などで、知的財産ビジネスを展開している企業が掲

載されていますので、そこから知財戦略のコンサル

ティングを行っている企業を探す方法があります。 
 

■ 専門家をどのように選びますか？
 

　どのような支援メニュー・技術分野に対応できるのか、中小企業のおかれた環境によって、専門家を選ぶ観

点は様々です。 

 

　知財戦略のコンサルティングでは、知財戦略だけでなく、事業戦略や研究開発戦略との関係性を捉え、企

業経営における知的財産の位置づけを考えてもらう必要があります。その意味で、専門家は幅広い視点を持っ

ている必要があります。知的財産とビジネスを両面からみることができる方が望ましいといえます。ただし、実際

には幅広いスキルを持つ専門家はまだまだ少ないのが現状ですから、普段お付き合いしている弁理士のみでは

対応できない場合には、知り合いの中小企業診断士や技術士などにも依頼するなどして、複数の専門家によ

るチームから助言を受ける方法も現実的です。 

 

　もう1つの視点は、その専門家が中小企業の目線に合わせた支援を行えるか、という点です。その専門家は

理想を追うのではなく、経営資源の限られる中小企業の実態を踏まえた現実的な戦略や体制を提案してくれ

ますか？　支援終了後に企業単独では管理・メンテナンスできそうもないほど過度に複雑で高度な特許マップ

を提示されたり、企業の人員・予算計画を無視した定型的な知財管理体制・フォーマットを一方的に提案され

ても、中小企業が自ら実践していくのは難しいでしょう。自社を良く見てくれて、身の丈に合ったコンサルティング

をしてもらえるかどうかをチェックする必要があります。このため、その専門家のコンサルティング実績の中でも、

「中小企業」に対する知財支援の実績（件数、内容、成果等）を聞いてみるとよいかもしれません。 

1-5 専門家の探し方・選び方 
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1-5 専門家の探し方・選び方　　　 
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1-6 専門家との付き合い方 

中小企業経営者 

「特許マップ作成実習」の様子 

　知財戦略のコンサルティングを受けることになった場合、まずは自社の問題認識をありのまま伝えましょう。専

門家はその現状や公開情報の調査を踏まえて、本当の課題や必要な支援メニューを特定していきます。した

がって、企業サイドは直感でもよいので、問題点を率直に打ち明けることが重要です。問題の認識は整理され

ていなくても構いません。 

　また、中小企業は特殊な市場に参入しているケースも多く、専門家による情報収集にも限界があります。そ

こで、当事者でないと分からないような「業界情報」を専門家に積極的に開示して、支援をサポートしましょう。

たとえば競合他社との比較における技術の優位性、特許権等の権利の出願傾向、侵害訴訟の傾向など、業

界によってかなりの違いがあります。 

 
■「協働」で知財戦略を考える 

　本格的なコンサルティングが始まったら、あとは専門家に任せて、企業側の受け入れ担当者（企業チーム）

は何もしなくてもよいと思っていませんか？　専門家が知財戦略を提案するのをただ待っていればよいのでしょ

うか？　これは大きな誤解です。 

 

　知財戦略の支援、つまり知財戦略コンサルティングは、専門家と企業との「協働」によって、初めてその

効果を発揮します（図表1-10参照）。協働、つまり一緒になって働き、知財戦略を考えていくのです。専門家が

最終的に提案する知財戦略は企業のための戦略で、その後は中小企業が実行していかなければなりません。

他人が勝手に立てた戦略よりも、企業自身が積極的に関与して作り上げた戦略の方が、企業自身の納得感

や思い入れが大きく、戦略を実行に移せる可能性が高くなります。 

 

　たとえば、知財コンサルティングを実践している株式会社ブライ

ナの支援手法では、その方針として中小企業の「自立化」を掲げ

ています。知財戦略に欠かせない特許マップの作成過程では、

コンサルタントが全てを引き受けるのではなく、企業の開発者を

交えて特許調査を行っているといいます。中小企業の実態に即

した説得力のある特許マップが完成するだけでなく、技術者の知

的財産に対する意識やスキルを高める効果もあるそうです。これ

によって、コンサルティング期間が終わった後も、スキルを高めた技術者が自ら特許マップを作成して、研究開

発に活かし続けることができます。まさに企業が「自立」していきます。 
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図表1-10　知財戦略コンサルティングにおける役割分担のイメージ 

□十分な事前調査を行い、企業の状況や支援に関
する仮説を構築します。その上で、ヒアリングで
確認すべき質問項目を整理します。 

□専門家の受け入れ体制を決めます。担当
者やチームを決めます。若手社員が積極
的に参加すると、本人のスキル向上も期待
できます。 

□知的財産や事業、研究開発に関する問題
意識をありのまま伝えます。  
□経営、技術、知財に関する資料を開示しま
す（各種計画、財務資料、権利リスト等）。 

□生産設備の稼動状況等を説明できる工場
長などに担当してもらいます。 

□専門家が策定した支援計画を確認し、要望
があればすり合わせ、最終合意します。 

□知的財産権の出願・登録状況に関するリス
トがあれば、開示します。出願検討中などの
技術を含めて、幅広く開示すると効果的です。 

□最終報告会には、経営トップのほか様々な
社員が参加し、今後の戦略・体制を共有し
ます。  
□（必要に応じて）専門家を慰労するための
懇親会を開催します。 

□特許調査時の分類記号、キーワード、作成
された特許マップを入念にチェックします。 
□特許マップ作成・分析作業には積極的に参
加し、支援後の維持管理が容易になるよう
にします。  
□研究開発戦略を専門家と共に考えます。 

□知的財産戦略を専門家と共に考えます。経
営トップが積極的に参加すると効果的です。 

□これまでの出願フロー、発明提案様式、各
種規定等の知財管理体制を開示します。  

□知財の年間予算や担当者数などの、社内リ
ソースを提示します。  
□知財管理体制を専門家と共に考えます。  
□社内研修では、全技術者に参加を促します。 

□聴取した事項により、事前調査による仮説を検
証します。  

□経営者、技術者だけでなく、営業担当者などにも
ヒアリングを行い、市場情報を確認します。 

□公開情報の調査、ヒアリング・工場見学結果から、
支援メニューやスケジュールなどの支援計画を
策定し、企業サイドに伝え、合意します。 

□企業の知的財産権等のリストをもとに、特許文
献を査読し、評価していきます。 

□事業戦略や研究開発戦略に合致する知的財産
戦略を検討します。 

□これまでの支援結果を報告書にとりまとめ、企
業サイドに発表します。  

□（必要に応じて）今後のネットワーク化のため懇
親会を開催します。 

□企業の業種や規模等の実態に即した知財管理
体制を検討します。現在の体制を活かしつつ、
さらに良い体制を提案します。  
□（必要に応じて）啓発のための社内研修を開催し、
組織風土を変革します。 

□特許マップ分析の目的・範囲を明確にします。  
□特許調査時の分類記号、キーワードを提案し、特
許マップを作成、分析します。  
□結果を踏まえて研究開発戦略を検討します。 

□生産設備の稼動状況、工場内の営業秘密の管理
体制などをチェックします。 

1-6 専門家との付き合い方 
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　この例のように、協働によって進めるコンサルティングでは、企業内の人材が育つ効果もあります。中小企

業では人材育成に大きな投資をすることが難しいため、このような知財戦略コンサルティングを「人材育成の

好機」として大いに活用すべきです。たとえば若手の技術者（知財担当者）を企業チームに参画させるのもコ

ツでしょう。 
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1-6 専門家との付き合い方 
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コンサルティング活用事例 
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～コンサルティングを通じた企業変革～ 
　コンサルティングによる支援期間が終わると、企業が自ら研究開発戦略・事

業戦略・知的財産戦略を実行していく必要があります。したがって、社内の知

的財産のマネジメント体制がしっかりと整備されているほかに、その戦略を実行

に移すことができる高い意欲とスキルを持った人材がいなければなりません。本

節の本文では、企業の自立化を基本方針の１つとする株式会社ブライナのコ

ンサルティングに触れましたが、具体的な変革の事例をみてみましょう。 

　埼玉県のアキム株式会社（埼玉県）は電子デバイスの製造装置を製造・販売を行う設立８年の開発型企業です。

同社に対する知財戦略コンサルティングでは、これまでは経営層だけに留まっていた知的財産への活動を全社的に

発展・推進していくための人材育成支援を講じました。 

　コンサルティングが始まってから約３ヵ月後、経営陣と専門家との協働により同社の知的財産戦略を策定し、これを

契機として１泊２日の「全社員研修会」を開催することになります。この研修には文字通り同社の全社員が参加し、

社長による知財方針の発表、営業秘密管理に関する研修（グループ討議、発表）が行われました。経営者自らの言

葉で知的財産戦略を全社員に語ること、全社員が参加型の知財研修を受講することの効果は大きく、社員の意欲・

スキルを飛躍的に高めることに成功しました。 

　また、専門家によるコンサルティング（企業訪問）は期間内に９回実施されましたが、その際にはアキム株式会社の

知財担当者のほか、社長自らが毎回出席し、今後の戦略を検討してゆきました。多忙な社長が毎回出席したという

事実からは、同社の並々ならぬ意欲が窺えます。経営層の高い熱意があったからこそ、全社的な知的財産活動へと

発展することができたのです。当然、特許マップも専門家と企業の開発者が一緒になって作成・分析し、研究開発

戦略を検討しました。 

　もう１つの事例は、タップとダイス（工具のこと）を開発する株式会社田野井製

作所（東京都）です（詳細は71ページ）。この企業は当初開発戦略の支援を中心

に望まれていましたが、同時に若手社員への技術伝承や人材育成といった要望

もありました。そこでコンサルティングチームは、同社社長をトップとする若手社員８

名（開発から営業まで様々な職種によるメンバーを選抜）からなるプロジェクトチー

ムを組織化してもらいました。その上で、プロジェクトチームに対するＯＪＴを行い、ま

ずは特許書類の読み方や特許調査の方法について習得してもらいました。これも単なる特許の研修ではなく、同社

の技術であるタップを例題として用いて実習をすることで、プロジェクトチームのやる気を引き出しました。 

　その後、知的財産に関するスキルを高めたプロジェクトチームが中心となって開発戦略や知的財産戦略を検討して

いくことができました。同社の若手社員と社長が自ら考えた戦略のために、実行に移されることは間違いがありません。 

　以上の事例からも分かるように、知的財産戦略を本格的に企業経営に根付かせるためには、コンサルティング時

における企業の積極的な参画と、参画を通じた人材の育成が不可欠です。専門家による知財戦略コンサルティング

は社内の人材育成や意識啓発のチャンスと捉え、積極的に活かしましょう。 

※アキムの事例は、知財戦略コンサルティング活用事例集2008年版をご参照ください。 

　事例集2008年版のURL:http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20080520consuljireisyu.html 
※田野井製作所の事例の詳細や、その他の事例は、本書の第２章を参考にして下さい。 

○専門家への情報提供、企業サイドの積極的な参画が重要。 
○知財戦略コンサルティングの受け入れは社内の人材育成のチャンス。 

ここが　ポイント 



財団法人千葉県産業振興センター　　　       http://www.ccjc-net.or.jp/ 

○「知的財産戦略支援事業」（2008年度）　       http://www.ccjc-net.or.jp/ ̃support/service/chizai/chizai.html 

○専門家派遣の費用について、企業負担は1人1回あたり5,250円。 

財団法人神奈川産業振興センター　　  　  http://www.kipc.or.jp/ 
○「知的財産戦略策定支援事業」（2008年度）　http://www.kipc.or.jp/content/view/56/41/ 

○専門家派遣の費用は無料。 

Access!

応募 専門家派遣  
（知財コンサル、弁理士など） 

支援内容は・・・  
　○特許分析等の支援  
　○知財戦略の策定支援  
　○事業化に向けた特許評価等の支援 
　　　　　　　　　　　　　　　など 

　本章の最後に、知財戦略コンサルティングを受けるための公的なサポートを紹介しましょう。中小企業にとって

専門家受け入れの負担を減らすことができる便利な支援です。意外と知らない方も多いのではないでしょうか。 

 

　支援策の名称は特許庁「地域中小企業知的財産戦略支援事業」といいます（図表1-11参照）。都道府

県の中小企業支援センターが、地域の中小企業へ知的財産の専門家を派遣するものです。広域関東圏にお

いて2007年度は、千葉県と神奈川県で実施されました。関心がある方は各中小企業支援センターへ問い合わ

せてみてはいかがでしょう。 

 

　実際、このような知財戦略の支援事業を活用すると、どのような成果があるのでしょう。独立行政法人中小

企業基盤整備機構「中小・ベンチャー企業　知的財産戦略マニュアル」では本格的なモデル支援の成果が

まとまっていますので、こちらを参考にして下さい。 

図表1-11　地域中小企業知的財産戦略支援事業のスキームイメージ 

中小企業経営者 

都道府県等中小企業支援センター  
2008年度関東地域：千葉県、神奈川県 

1-7 地域中小企業知的財産戦略支援事業の紹介 
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広域関東圏知的財産戦略本部ホームページ 

URL: http://www.kanto-chizai.com/index.html

○公的支援の活用で、企業負担を軽減しよう。 

ここが　ポイント 

　また、関東経済産業局でも各種の支援事業を計画しています。詳しくは、広域関東圏知的財産戦略本部

のホームページやメールマガジンをチェックして下さい。 

1-7 地域中小企業知的財産戦略支援事業の紹介 
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　上記技術ロードマップは、過去から現在までの技術動向を製品が用いられる最終製品、課題、及び課題を解

決する手段を系時的に示すことにより、技術の変遷を確認し、もって将来の技術動向を予測するためのもので

す。　 

　上記の技術ロードマップにより、最終製品形態の変化に伴い粘着剤に求められる技術ニーズ（課題）が多

様化していることがわかります。この技術ロードマップでは、今後の動向を明確に予測することできませんが、特

定分野に絞った技術ロードマップでは、近未来の最終製品の動向について詳細な解析を行うことができ、粘着

剤に求められる将来の技術動向の予測を行うことができました。 

8） マップ解析のまとめ 
　特許マップ、製品マップ、特許・製品紐付け時系列マップ、技術ロードマップの作成と解析を通して、同社の

これまでの知財戦略の振り返りと今後の課題抽出が行えたと考えます。今後はこれらのマップを改良（例えば

軸項目の再検討）しつつ、目的に応じて売上情報やユーザー情報、係争情報などを追加することでより知財戦

略ひいては事業戦略策定の方向性が浮かび上がってくると考えられます。 

9） 知財経営業務構築案 
　上記マップの作成を通じて抽出された課題に基づき、次の段階として解決策の策定（戦略立案）を行うこと

になります。しかし個々のアクションプランを日常業務へ具体的に落とし込まない限りその実行は期待できませ

ん。そこで現状の業務フローのヒアリングを行い、今後の「あるべき業務フロー」を提案しました。 

　コンセプトは当初の支援計画で挙げた通り、「営業部門を始めとする他部門とのリエゾン体制の構築」です。

具体的には、迅速で無駄のない研究･開発体制を構築するため、知財戦略室がコアとなり（図表2-3-9）、特許

情報及び営業部からのマーケット情報を蓄積・活用することによって、営業、研究・開発組織に対して提案・サ

ポートを行える体制を構築することが必要であると考えて提案を行いました。 

　特許マップは軸のとり方によっていろいろな目的に使用できます。 
　たとえば目的が「ニーズの変遷」であれば、一方の軸を時間軸、他方の軸を技術課題とすればよいことになります。
これにより、時系列でどのような技術課題（ニーズ）があったのか確認することができます。そして、得られたデータから、
またはこれに政治・社会・経済・自然・技術環境の要因を重ね合わせれば将来のニーズの予測が可能となります。 

松山裕一郎（弁理士） 

ここが　ポイント ～市場優位性のある技術を特許マップから～ 

知財経営業務のコンセプト 図表2-3-9

営業部 

知財戦略リエゾン体制の構築 リエゾン体制構築に必要なアクション 

知財戦略室 

商品開発部 
基礎研究室・ 
新規事業推進 

・知財情報とマーケット情報の連携に
　よる市場の発見サポート 

・知財情報、マーケット情報の蓄積 

・知財情報、マーケット情報の活用 

自社及び競合他社の特許マップによる管理（課題、手段、時系列、P1、M1、P2、
M2マップ） 

PCT情報及び学会情報の取得による利用発明可能な新材料の調査 

【対営業機能】 ・知財情報とマーケット情報の連携による市場の発見サポート 

【対研究機能】 ・競合他社の技術動向の調査による新規事業の方向性サポート 

【対開発機能】 ・新材料の利用発明の提案 
・開発手段の提案 
・要求性能のニーズ把握サポート 

・特許情報のアップデート 
・マーケット情報のアップデート 

・競合他社の技術
動向の調査による
新規事業の方向
性サポート 

・新材料の利用発明の提案 
・開発手段の提案 
・要求性能のニーズ把握 
  サポート 

2-3 綜研化学株式会社 

　     ～個別の知財管理からの脱皮～ 
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　一方、知財経営戦略室が関与できる新規事業開拓戦略と新商品開発戦略の現状の業務がどう行われて

いるか調査を行い、これらの概要について業務プロセスを策定しました（図表2-3-10）。 

　次に概要業務における各業務について以下のように詳細化し、実施者、業務、会議体、帳票を用いた業務

について、「あるべき姿」（図表2-3-１１）の策定を行い提案しました。 

概要業務プロセス 図表2-3-10

今後のあるべき業務フロー 図表2-3-11

■新商品開発における知財経営業務 

■新規事業開拓における知財経営業務 

A部門 

B部門 

C部門 

D部門 

A部門 

B部門 

C部門 

E部門 

D部門 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

④新規テーマ 
設定 

XXX 
概要業務 

XXX 
概要業務 

業務 

業務 サポート 帳票 会議 

知財戦略室が実施若しくは 
サポートする業務 

新商品開発における知財経営業務　～①開発検討依頼～ 

帳票及び 
業務詳細 

新商品開発又
は技術開発に
続く 

主な討議内容 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

××× ××× 

×××業務 
サポート 

×××業務 
サポート 

×××業務 

×××業務 

×××業務 

帳票A 帳票B 帳票C

×××業務 

（含お客様ヒアリング） 

2-3 綜研化学株式会社 

　     ～個別の知財管理からの脱皮～ 

×××会議 



67

第
２
章
　
知
的
財
産
経
営
の
実
践 

　今回提案した業務フローを実行することによって知財戦略室をコアとしたリエゾン体制が構築されれば、より

効率的な研究開発が可能になると同時に、他社動向、技術動向に関する効率的、網羅的な情報収集が可能

となり、同社の市場競争力がさらに向上するものと考えます。 

10）知的財産報告書 
　同社の知財活動を社内及び対外的に開示するツールとして、「知的財産報告書」（2007年度版、別途

添付）の作成を行いました。当該報告書は取引先、取引金融機関等への説明資料として、また将来的には

株主向けＩＲ資料として利用することが可能であり、今後年度毎にアップデートを行い、積極的に活用するこ

とを期待いたします。 

11）コンサルティングチームとモデル支援企業チームとの役割分担 

　知的財産報告書とは、平成16年1月の経済産業省の知的財産情報開示指針に基づき企業レベルで知的財産に
関し、主に創出、権利化、活用面での状況が説明されているレポートで、近時、特許権等の知的財産権に注目が集ま
る中、各企業の知的財産経営状況を表すものとして注目されています。上場企業等では、対株主へのIR情報として
の機能を果たしているとも言われています。 

増田忠史（中小企業診断士） 

ここが　ポイント ～知的財産報告書～ 

コンサルティングテーマ 

ＳＷＯＴ分析 

特許マップ 

製品マップ 

技術ロードマップ 

業務フロー 

知的財産報告書 

コンサルティングチームの役割 

分析 

作成、分析 

分析、特許マップとの重ね合わせ 

作成、分析 

作成 

作成 

モデル支援企業チームの役割 

作成 

作成、分析 

作成 

修正 

　特許マップ及び製品マップについては、知財に関する情報及び製品に関する情報を同時に、かつ定性的、

定量的に確認できることから、今後の知財戦略策定の基本アイテムとなります。このマップは技術ロードマップ

に発展させて今後の研究開発シナリオを策定することも可能ですし、さらに情報を追加することで効率的な群

管理やポートフォリオ解析にも拡張可能な汎用ツールです。今後マップを定期的に更新し、目的に合わせてブ

ラッシュアップ（カスタマイズ）し、さらにマップに基づいたブレインストーミングを行って情報解析力を向上・蓄積

することで今回の支援の目的とする「戦略的な知財管理を行う体制」が整うものと考えます。 

　またこれらのマップ群は、同社の課題を全社的に共有するための有効なツールであり、知財経営業務システ

ム提案には今後の同社のあるべき業務フローが示されています。今後全事業分野において同様のマップを作

成（全社展開）し、適切な業務フローを構築することで、自社の特許動向及び製品動向を他社の特許情報な

どと対比しながら戦略的な事業展開を行うことが可能になるものと考えます。今回の支援によって、同社の知

財業務が単なる「知財管理」から脱却し、「知財経営」の中核業務に発展することを期待いたします。 

（６）エピローグ 
―更なる飛躍に向けて― 

2-3 綜研化学株式会社 
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　今回のコンサルティングチームはそれぞれ異なる分野で活躍する、内藤正規（弁理士、企業内研究員）、齋

藤航一（経営コンサルタント）、増田忠史（中小企業診断士、信託銀行員）、松山裕一郎（弁理士、特許事務

所）の４名の専門家を中心に構成されました。 

　このチームは全く異なる個性の集合体ですが、意外とチームワークがよく、各人の専門性を生かしつつ効率

よく共同作業を進めることよりコンサルティングを行いました。 

（７）モデル支援企業のコメント 

綜研化学株式会社　取締役　研究開発センター長　池田裕治　 
　当社は研究開発型企業として新製品を開発し、特許を出願してきました。これまで
は個別の特許出願に当たっては抵触性の判断等、確実に管理されてきたと自負して
います。 
　今後は研究開発をより効率的に行うため、さらに知財戦略の基盤が重要であると
の認識でした。パテントマップをさらに有効に活用したり、特許が企業の経営にどの程度寄与している
かを検証したいと考えていました。 
　それらが今回の知財戦略支援によって明らかになりました。 
たとえば技術の偏りや研究開発の不十分な領域、製品と特許の結び付きが具体的になりました。確
かに作業の負担は小さくありませんでしたが、非常に良い訓練になりました。また、「知財戦略室は製
品の開発前からサポートする」というのは非常に優れた提案です。営業部門や開発部門に対する知
財情報のフィードバックは実現したいと思います。 
　会社には事業戦略があります。それに付随して開発戦略があります。それを補強すべく知財戦略が
あります。それらが同じ方向を向かないと、効果を発揮しません。今回の支援では、これまでの個別の
特許出願の管理から、それらが「群」として事業戦略や開発戦略をサポートができているのかを検証
できました。非常に良い成果なので、より深めていきたいです。今後はより事業戦略を強化するため、
知財戦略室が早い情報を取り込んで営業と開発をサポートしたいです。 
　支援チームの方々には、毎回遅くまで御付き合いいただき、心より御礼申し上げます。誠にありがと
うございました。 

齋藤航一（経営コンサルタント） 

→コンサルティングにおける主な役割：業務プロセス構築 

　今回のコンサルティングでは知財経営業務の構築を中心に担当しました。知財経営戦略を実行に移すことを

可能にする業務を構築するために、知財経営戦略、特許マップの活用、現在の業務の3点を勘案して策定するこ

とに注意を払いました。この業務構築案を実行することでモデル企業の知財経営における基盤構築の一助とな

れば幸いです。 

コメント 

（参考）コンサルティングチームの紹介 

2-3 綜研化学株式会社 
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内藤正規（弁理士、企業内研究員） 

→コンサルティングにおける主な役割：マップ全般 

　今回のコンサルティングでは主にパテントマップの作成を中心に担当しました。パテントマップから、いかにデー

タを読み取って現在までの知財戦略を振り返り、今後の課題抽出を行うか、に注意を払いました。今回マップから

読み取ったデータを参考に、モデル支援企業がさらに発展されることを強く期待します。 

コメント 

増田忠史（中小企業診断士、信託銀行員） 

→コンサルティングにおける主な役割：知的財産報告書 

　今回のコンサルティングでは、主に支援先企業の知財の開示に係る「知的財産報告書」の作成支援を担当

しました。近時知財活動の社内及び社外へディスクローズが求められる中、同社に対しその重要性及び効果を

訴求すると共に創作の手順等を支援できたと思います。今後株主対策等IR活動への展開を期待しております。 

コメント 

松山裕一郎（弁理士） 

→コンサルティングにおける主な役割：マップ全般 

　今回のコンサルティングでは、マップの解析、ロードマップの作成を中心に担当しました。知財の群管理と将来

の技術予測による開発業務の効率化という難題でしたが、何とか突破口は見つけられたのではないかと考えてい

ます。今後のモデル支援企業の更なる飛躍が楽しみです。 

コメント 

長谷川公彦（日本アイアール(株)、（社）発明協会　知的財産アドバイザー） 

→コンサルティングにおける主な役割：全体的な指揮・指導 

　今回は僅か４カ月という期間中に、依頼元の希望するコンサルの内容に対し、自分たちのスキルで実現し得る

範囲の中でいかに依頼元に喜ばれる成果を出すかがポイントであるとの判断から、個人では不可能と思われるよ

うな依頼元が希望するコンサルを「チームによる知財戦略コンサル」という共創の精神で取り組むこととしました。 

　具体的には、パテントマップとマーケットマップとを組み合わせることで、従来は見えなかった研究開発の新たな

課題が発見できることを立証し、依頼元が望んでいる「未来予測型開発のシステム」を提案することしました。 

コメント 

青島利久（中小企業診断士） 

　今回、知財担当者に対するコンサルの場面が多かったため、特許分析ツールを活用するための支援が中心と

なりました。 

　本件が、特許研修にならないように注意し、できるだけ企業の研究開発や事業の方向性を検討する場となる

ように努めました。  

　本事業にて作成した知的財産報告書が単に知財部だけの活動報告でなく、ステークホルダー(特に、取引先

や投資家）にインパクトを与え、企業価値向上につながるものに仕上げていただければ幸いです。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：支援全体の経営面からの助言 

2-3 綜研化学株式会社 

　     ～個別の知財管理からの脱皮～ 



70

第
２
章
　
知
的
財
産
経
営
の
実
践 

2-3 綜研化学株式会社 

　     ～個別の知財管理からの脱皮～ 



　株式会社田野井製作所（以下、モデル支援企業という）は、雌ねじを作るタップと雄ねじを作るダイスの製造・

販売を行っている、創業85年の老舗メーカーです。経済産業省で発刊している｢元気なモノ作り中小企業300

社｣にも選ばれており、「オンリーワン企業」でありたいという理念の下、技術力を武器に事業を伸長してゆこう

という企業です。 

　コンサルティングチームは、まず経営者にヒアリングを行ってモデル支援企業の課題を抽出し、「ニーズの探

索に基づいた開発戦略の評価・構築」、「組織的な開発の仕組みの構築」、を基本コンセプトとするプロジェク

トを立ち上げることにしました。また、若手社員への技術伝承や人材育成を図りたいとの要望から、プロジェクト

チームは、社長をトップとする若手社員を中心とし、①ニーズの分析、②自社・他社技術の分析、③開発戦略の

評価・構築、④実務者開発会議の整備、⑤知財管理体制の構築、をテーマとした研修を、OJTを中心に行うこ

ととしました。図表2-4-1にその概要を示します。 
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2-4 株式会社 田野井製作所 
　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

（１）プロローグ 
―若手社員を中心としたプロジェクトを発足― 
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株式会社田野井製作所への知財戦略コンサルティング概要 図表2-4-1

＜モデル支援企業の課題＞ ＜コンサルティングテーマ＞ ＜コンサルティングの成果＞ 

●ニーズの探索に基づいた開発戦略
　の評価・構築 

●組織的な開発の仕組みの構築 

 

●ニーズの分析 

●自社・他社技術の分析 

●開発戦略の評価・構築 

●実務者開発会議の整備 

●知財管理体制の構築 

 

●ニーズの分析方法の獲得 

●特許情報の調査・分析法の獲得 

●短期と中長期の戦略案の提供 

●組織的な開発の流れの整備 

●暗黙知の形式知化 



2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

　モデル支援企業は、創業以来、一貫してタップとダイス(図表2-4-2及び図表2-4-3参照)の製造・販売に特

化した専門メーカーです。85年以上に亘る創業で蓄積された高い技術力及びノウハウと、ＣＮＣねじ研削機（コ

ンピュータ数値制御機能付きのねじ研削機）を用い、「複合化・超高速化・極小化」をコンセプトに、数々のオ

ンリーワン「タップ」を開発しています。 

（２）企業概要と特徴 
―（タップとダイスの専門メーカー）― 
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株式会社田野井製作所 

田野井　義政 

〒140-0013　東京都品川区南大井5丁目26番12号イズミヤビル4Ｆ 

http://www.tanoi-mfg.co.jp/ 

1923年 

195人（連結）  

2,088百万円   

金属製品製造業 

タップ、転造ダイスの開発、製造、販売 

企業名 

代表者名 

所在地 

ＵＲＬ 

設立年 

従業員数(正社員) 

売上高 

業種(標準産業分類) 

主要製品・事業内容 
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株式会社田野井製作所の代表的な製品（タップ） 図表2-4-2

株式会社田野井製作所の代表的な製品（ダイス） 図表2-4-3

売上高研究開発比率  2％ 

資本金 25,169万円 

※タップとは、穴の内面に雌ねじ切るための工具です 

※ダイスとは、丸棒の外面に雄ねじを切るための工具です 
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（３）知財戦略コンサルティングの全体像 
―「オンリーワン企業」のための基盤強化― 
 

　コンサルティングチームは、モデル支援企業が標榜している「オンリーワン企業」としての基盤を強化するた

めには、開発戦略の構築の道筋や、組織的に研究開発活動を行う際の実際の手順を見直すことが必要であ

ると考えました。また、これを組織に定着させるためには、実際に運用を行ってモデル支援企業の従業員に体

験して頂き、それを業務基準・規定として整備することが必要であると考えました。そこで、コンサルティングの基

本コンセプトを「ニーズの探索に基づいた開発戦略の評価・構築」、「組織的な開発の仕組みの構築」とし、コ

ンサルティングのテーマを、①ニーズの分析、②自社・他社技術の分析、③開発戦略の評価・構築、④実務者

開発会議の整備、⑤知財管理体制の構築、として、OJTを中心に研修を行うこととしました。図表2-4-4にコン

サルティングの全体フローを示します。 

全体フロー 図表2-4-4

（株）田野井製作所に対するヒアリング 

課題の抽出及び整理 

市場ニーズの探索 

開発戦略の評価・構築 

知財管理体制の構築 

知財管理の流れ 

発明提案書 

職務発明規定 

知財べからず集 

ノウハウ管理 

先使用権 

殺し文句集 

自社・他社技術の分析 

実務者開発会議の整備 

DR会議 

技術推進会議 

知財検討会 

知財戦略コンサルティングのコンセプト及びテーマの決定 

SWOT分析 

開発戦略会議 

品質機能展開（QFD） 

特許情報の分析 

内部情報の分析 

新規タップ①の知財分
析と出願戦略 

新規タップ②の知財分
析と出願戦略 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 
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（４）コンサルティングチームによる課題分析 
―事業戦略、研究開発戦略、知財戦略の三位一体の経営戦略により成長戦略を推進― 

①モデル支援企業の現状 
　経営幹部へのヒアリングの結果、次に揚げるような問題意識を持っていることがわかりました。また、知財

戦略に対して大きな期待を持ち、これを新たな成長戦略に取り込むことを計画していました。 

②モデル支援企業の問題意識 
i）クライアント企業はかつて業界シェアトップの時代がありました。その後、事業環境の変化によりやや低

迷していましたが、経営者はこれまでのシェアを回復して、出来れば過去の業績を超える売上事業規模の

会社にした上で後継者に引き継ぎたいと考えています。 

ii）加工工具業界は成熟しており、コア事業であるねじ加工のためのタップ／ダイス供給事業は、環境、希少

金属不足など時代のテーマに対応した製品ニーズに対応することにより事業の維持・拡大ができるもの

と考えています。 

iii）企業の生き残り戦略を新商品開発（新規事業）に賭けており、そのために知財を活用したいと考えていま

すが、体制的にも不十分な状況であり、人材を育成しながら知財管理・情報収集管理を含めた新製品開

発の組織体制を構築したいと考えています。 

③コンサルティングチームによる課題設定 
　コンサルティングチームは、図表2-4-5に示すように、ニーズに基づいた開発戦略の構築と組織的な開発

の仕組みを構築することを基本的な考え方として課題を設定しました。 

モデル支援企業の問題意識とコンサルティングチームが設定した課題 図表2-4-5

＜支援企業が考えていた具体的な問題意識・要望＞ 

○顧客情報から正確な需要予測・新商品開発・商品化計画の立案が難しい 

○国内外問わず知財による市場障壁を構築した新商品で状況回復・改善したい 

○知財について共願した後、相手に権利化され正当な権利を主張できず改善が必要 

○競合他社には知財の正当な権利の主張（契約）、権利侵害への対抗を有効に行う仕組みを構築し競合他社との競争

　力、顧客への発言力を向上させ売上向上に繋げたい 

○管理・維持には費用がかかるので効率化を図りたい。ノウハウ管理も含め知財戦略の構築・知財管理の仕組みを構築したい 

○開発リードタイムの短縮によって競争力強化に繋げたい 

○コア事業で時代のテーマに対応した高付加価値商品で事業の維持・拡大を図る 

○後継者の問題など人材育成に課題があり組織的な開発体制の構築が必要と考える 

＜コンサルティングチームが設定した課題＞ 

○成熟した市場環境でコア事業のタップ/ダイス供給事業の成長戦略の構築 

○既存市場のニーズ深堀と新規市場での成長戦略の構築 

○人材育成も考慮した組織的な開発の仕組みの構築 

○開発リードタイムの短縮による新商品競争力強化 

分析の結果 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 
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（５）知財戦略コンサルティングの支援内容と成果 
―社長トップのプロジェクトチームによるOJTで技術開発の基本を学習― 
 

①特許書類の読み方・解釈の仕方、調査の仕方 
　若手社員8名からなるプロジェクトメンバーは、特許知識が豊富ではない状態からの出発ですので、特に特

許の実務の基本となる本質的な知識と特許調査の仕方を体得してもらうOJTを行いました。 

＜特許書類の読み方・解釈の仕方＞　特許書類の仕組み、読み方、技術的範囲の解釈の仕方を理解し

てもらいました。技術的範囲の解釈の仕方について、3グループに分けて事例（9本ほどの特許・実案公

報）を使い、その技術的範囲に抵触しない技術（特許破りの技術）を考えて発表し、検討・評価する方

法を採りました。全員が特許出願書類を書きたいという意欲を持つまでになりました。 

＜特許調査の仕方＞　特許電子図書館（IPDL）の検索の仕方の説明、安価で便利なソフトの紹介を行

いました。調査実習は、実際の開発課題の新規タップA、新規タップBについて、コンサルティングチーム

が準備したタップに関する公報データ784件を実際に精査して、関連する技術を見つけました。コンサル

ティングチームの専門家が見逃していた技術を発見したり、研修後に自主的に他の技術分野を調査し

てリーマ（工具）などで類似の技術を見つけてくるなど、とても意欲的でした。これらの調査結果に基づ

いて、新規タップA、新規タップBについての特許可能性について討議しました。 

　また、自動車4社のキーワード（タップ）でヒットした100件～200件の公報データを観て、ユーザーニーズに

ついて考えるという課題も提起しました。 

　さらに、経営陣に対しても、特許出願書類を契約書に例えて説明し、技術的範囲の解釈の仕方、公知

（公表）とする場合の留意点についての研修を行いました。 

②市場ニーズの探索 
a． ニーズの分析（SWOT、QFD等） 

i）環境分析（SWOT分析） 
　SWOT分析は企業の置かれている経営環境分析を行う手法の一つです。まずは、SWOT分析で現状の

把握を行うことから始めました。この手法を使用する理由は、情報収集の重要性を学ぶためです。経営環境

分析を行う為には、図表2-4-6にある通り、情報を様々な媒体から集めなければなりません。情報は顧客のみ

ならず競合Webサイト、展示会、技術情報誌、特許マップ等からも得られることを認識し、次に収集した情報

の根拠あるいは情報自身が発信しているメッセージは何かを読み取ります。情報収集の重要性を修得するため

にモデル支援企業プロジェクトチームには製品・販売・技術に限定したテーマを与えてSWOT分析を行いました。 

研修の風景 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 
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b． ニーズの分析（特許情報） 

　タップに関する特許出願状況は約15年間にあっては、出願公開が260件（年平均17.3件）、登録が49件

（年平均3.3件）であり、技術内容では切刃の形状の年出願が2件～8件の間で推移し、その他は1件～4件

程度の間での横ばい状態という出願となっていますし、上位3社の発明者が10名という少数開発者となって

います。しかし、より強い締め付けトルクを達成するタップ、高精度タップ、折れないタップ、欠けないタップ、バ

ii）ニーズの分析（QFD：品質機能展開） 
　市場情報からニーズを探索し製品仕様に落とす手法に品質機能展開（以下QFD）を使用しました（図表

2-4-7参照）。本来、QFDの基本的考え方は品質保証のための具体的なシステムです。“顧客の満足する

ニーズを製品仕様にいかに反映するか”言い換えると“市場から情報を収集し顧客の言葉を製品・技術の

言葉に変える”ことです。顧客の要求を1次要求、2次要求と順次製品仕様に変えていきます。品質機能展

開する中でSWOT分析で行った競合分析が活きてきます。 

　以上のプロセスを経て製品仕様を決定することの重要さをチームとして再確認しました。 

　チーム全員が、情報はあらゆるところから入手できるが表面的な情報を収集するだけでなく情報の持つ意

味を分析することで精度の高い分析ができることを再認識しました。 

情報の収集分析によるニーズの探索 図表2-4-6

品質機能展開図によるニーズの分析 図表2-4-7

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 
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 c． ニーズの分析（売上情報） 

　企業には内部情報として売上原価情報という顧客毎の情報が過去蓄積されています。この内部情報も、

顧客の考え、市場のニーズを調査する情報源として有効と考え、分析を実施しました。モデル支援企業の経

営陣へのヒアリング結果から、データベースとしては、売上情報に、顧客毎、製品毎のデータがあるということ

で、それを用いて、顧客の購買動向を分析してモデル支援企業の課題を摘出するとともに市場ニーズを探索

することを目的としました。 

 

i） 　この分析は、モデル支援企業から入手した2007年度～2008年度上期までの売上情報を系統的にデ

ータベース化して現状のパーフォーマンスの定量的な測定を行い、それを用いて具体的な改善方策を検

討するもので、 

ii） 　その具体的な目的を、売上情報を用いて企業パーフォーマンスの現状分析を行い、組織としての課題

を検討し、市場動向を考慮した組織目標を明確にすること、顧客の購買傾向を分析して、利益を増加させ

るための顧客管理・営業活動のやり方を考え、顧客の重点管理による市場の深耕の検討、テストマーケ

ティングによる新規顧客開拓の可能性を検討することに置きました。 

iii）　また、製品カテゴリーについて更に詳細な商品系、その下位の商品Series、さらに品名に区分して売

れ筋商品の特定を行い、更に、各々で売れ筋の寸法を調査し、このタップの特徴から、顧客ニーズを考え

るKey wordがある程度推測できました。 

　このような分析によって、売上情報という身近に眠っている情報を掘り起こして分析すれば、色々なことが

わかってくることを実証しました。情報武装（情報の収集と分析）による研究開発戦略の構築の次のステッ

プとして、具体的な商品の販売方法についても、その解決の処方箋が見えてくることなどモデル支援企業に

対して具体的に提案しました。 

リの生じないタップ、より耐久性のあるタップ、下穴無し止り穴ネジ形成高精度タップ、切削油ゼロ高精度高

耐久タップ（環境、トータル低コスト化）、切屑処理、トータル低コスト化、再利用化など、ユーザーの改良要求

が強い分野であるとともに、その解決策が技術的に見出せにくいハードルの高い分野であるといえます。 

　課題、目的、効果、技術内容について公報を精読して抽出し、出願人別技術分類表（図表2-4-8）を作成

しました。公開公報について時系列データとしたものを作成分析してみる必要があります。 

　モデル支援企業が雌ねじの頂点加工について唯一特許を取得していてこれが売れていること、ある大手

メーカーがタップねじの開発に熱心であることなどが見えてきます。 

出願人別技術分類表　（一部） 図表2-4-8

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

刃形状・刃数 
 

実第２６０１１１７号 
実第２６０３９３９号 
実第２５４９７１１号 

 
 

特第２９８７１８６号 
特第２６２５３５２号 
特第２８１３１７３号 

 
 
 

 
 

実登録 
 
 
 
 

特許 
 
 
 
 
 

刃の向き・ねじれ 
 

実第２５８９５７２号 
 
 
 
 

特第２９８７１８６号 
特第３１０７６７１号 
特第３７１０３６０号 

刃すくい・逃げ角度 
 

実第２５８９５７２号 
 
 
 
 

特第２５５８７９４号 
特第２５５５４７０号 
特第３１０３２３９号 
特公平７－７７６９３ 

谷形状 
 

実第２５７４３８０号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食い付き部形状 
 

実第２６０３９３９号 
 
 
 
 

特第２６２５３５２号 
特第３７１０３６０号 
特第３７８７１２４号 
特公平６－３９０１２ 
特公平７－６３８９４ 
特第３７２８６７３号 

雌ねじ頂点加工 
 
 
 
 
 
 

特第３４５７１７８号 
 
 
 
 
 

先端に刃 
 

実第２５７１４９９号 
実第２５７４３５８号 
実第２６０１１１７号 

 
 

特第３４５７１７８号 
特第２８５７９４３号 
特第２６５６９３４号 

 
 
 

先端形状・逃凹 
 

実第２５７４３８０号 
 
 
 
 

特第３９８４４０５号 
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③自社技術の分析 
　モデル支援企業は新規タップA、新規タップBの開発ないし製品化が進行していましたので、これらの出願

書類作成支援、特許可能性の検討、参入障壁の構築について実習を兼ねた支援を行いました。 

　新規タップAは、特許出願がなされていましたが、不十分な点を補強して優先権主張出願が行われました。

また、2つの技術の面から更なる技術開発が必要であると考えられたので、改良、変形、目的を達成する他の

形態など22（うち2はモデル支援企業のプロジェクトメンバー）の創案を考え提起しました。また、あわせて参

入障壁構築のイメージ、出願書類作成時の目的展開と概念化などを説明しました。 

　新規タップBは、開発会議において先願調査でヒットした類似技術との対比検討を行い、特許性の可能

性ありとの判断に達し、特許出願書類の留意すべき点について助言を行いました。次の開発会議には発明

者から特許請求の範囲および図面の提起があり、外延を明瞭にすること、図面をより詳細なものにすること

などの助言を行いました。 

　また、開発担当役員から、長年の営業開発経験からくるタップについての課題、ニーズなどを一覧表にした

ものが提起され、さらに新規タップCについて説明がありました。 

④設計・開発活動と開発の仕組みの構築 
　モデル支援企業は平成18年3月に品質マネージメントシステム（QMS）ISO9001：2000の認証を取得し、

それに基づいて設計・開発活動を行っています。しかし、経営陣及び技術取り纏め部門にヒアリングした結果、

品質マニュアルに規定する設計・開発活動をレビューする「開発会議」が十分に機能していない側面があ

ることが確認されたため、この信頼性の高い技術を開発し、製品を開発する際の技術開発の基本動作であ

る設計・開発のレビュー活動を、研究開発戦略や知財戦略の検討と並行して、図表2-4-9の一連の流れの

なかで実施すべきことを明確にしてその見直しを行いました。 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

構想 
企画 

商品 
設計 

試作 
評価 

量産 
準備 

#1 #2

#3

市場調査 
ニーズ調査 
技術動向調査 

試作評価 
工程マッピング 
工程能力確立 

製品特性/ 
工程能力/ 
許容値分析 

原価/製造性 
（DFM）分析、 
信頼性評価信頼性評価 

顧客認定試験 
量産試作/工程 
認定試験 

リスク 
アセスメント 

商品品質 
機能展開 
（（QFD） 

市場調査 
ニーズ調査 
技術動向調査 

試作評価 
工程マッピング 
工程能力確立 

製品特性/ 
工程能力/ 
許容値分析 

原価/製造性 
（DFM）分析、 
信頼性評価 

顧客認定試験 
量産試作/工程 
認定試験 

リスク 
アセスメント 

商品品質 
機能展開 
（（QFD） 

設計・開発 
ReviewPlanining Verification Validation

構想DR 開発DR 製品DR

知財管理 

特許出願 顧客提案 

DR DR：：Design Review
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⑤知財管理体制の構築 
a． 知財管理体制の構築（知財管理体制の概要） 

　今回の支援の特徴は、経営陣及び若手参加者が極めて意欲的であったこと、及び、営業、開発、技術、

製造部門を含めた若手選抜メンバー8名を対象にして、特許制度についての知識を提供しただけでなく、

＜特許書類の読み方・解釈の仕方＞を自社の出願済み明細書とこれから出願予定の技術を用いて、具体

的かつ集中的に実践トレーニングしたところにあります。参加者は、東京近郊だけでなく、宮城や名古屋から

毎週土曜日集合して研修に積極的に参加しました。 

　これにより、モデル支援企業の営業を含めた幅広い分野に、知財の専門家が育つ基礎的な土壌ができ

たと考えます。従業員が200人以下の日本の工具メーカーで、これだけ特許に詳しい営業部隊を抱えている

会社はまず存在しないのではないでしょうか。 

　残念ながら今回は、具体的な知財管理組織の構築については、その入り口の議論で時間切れとなってし

まい、モデル支援企業の実情に即した具体的な組織の創設と運用のOJTまでには至りませんでした。 

　そのため、知財管理体制に関して、コンサルティングチームとして、 

i） 　8人の若手が、時間は短くても良いから、パテントリエゾンマン等として必ず知財に関与し活躍できる知

財組織を作ること、 

ii） 　若手8人が、知財を活用したビジネス利益の獲得に対する意欲を維持できるように、時間的、教育的面

から、彼らをサポートする体制を作ること 

を提言しました。 

　それと同時に、モデル支援企業に合った知財戦略を確立するためのたたき台となるべき知財戦略案（後

述）、及び実際に組織を運用するための特許管理マニュアルを提示しました。特許管理マニュアルでは、一

般的な知財管理の手順及び注意点を示すとともに、特許権の侵害対策手順を特許侵害対策フローとして

提供しました。 

　特許管理マニュアルには、（i）知財管理組織、（ii）特許権の取得、（iii）知財情報の活用、（iv）特許権侵

害への対応、（ｖ）ノウハウ管理（先使用権）への対応の項目について、基本原則及び処理手順を詳細に説

明しました。 

　これらの案をたたき台として、プロジェクトメンバーが、よりモデル支援企業の実情にあった、知財戦略及び

特許運用マニュアルを作り上げ、モデル支援企業の知財体制を確立することを期待します。 

b． 技術ノウハウ伝承に向けての取り組みについて 

　モデル支援企業では、経験者の退陣後の後継者の問題など人材育成、技術伝承に課題があると考えて

　「開発会議」を開発戦略に関するもの、設計に関するもの、製造・

検査技術に関するもの、知財に関するものに再構成してその定義を

明確にするとともに、QMSのレビュー活動の基本の復習を行い、実

際に流れている開発計画を審議テーマとして、モデル支援企業の

従業員に関連部署の専門家を集めた適切なレビュー会議の運用を

実際に経験させ、会議の目的である専門家のレビューによるリスク

アセスメントと関係者のベクトル合わせをしました。かつ実務者、特に

若手の従業員に経営陣と同じ土俵で経験させることで、企業内で

の定着と、若手の従業員の活性化を図ることを狙いとしました。また、品質マニュアルの規定の見直し案を提

案し、また、レビュー会議の要領についても、実際に実施した結果を反映して作成し支援しました。 

 

コンサルティング風景 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 
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いました。人材育成については、ISOの品質マネージメントシステム（QMS）の枠組みの中で組織的な技術

開発の仕組みを構築し、今後、それにより実務者に経験的に学習させることを想定しましたが、経験者の退

陣を考えた場合、技術伝承という意味ではモデル支援企業に経験者の暗黙知として蓄積されている技術ノ

ウハウの形式知化が必要と考えられました。技術ノウハウ、業務におけるノウハウも文書化され従業員に共

有化されていないと推察されたので、そこでノウハウ管理の一環として、日ごろの業務のノウハウ、失敗事例

の文書化が技術伝承として重要な役目を担うことの理解を徹底させ、若手のプロジェクトチーム員を中心とし

て技術開発並びに業務におけるノウハウ集並びに失敗事例集の作成を指導しました。モデル支援企業で

は営業ツールとして、マインドマップ（Mind Map）を用いた新製品タップの説明用のKey wordを纏めた「殺

し文句集」の整備を始めています。図表2-4-10にモデル支援企業の作成した知財べからず集の一部を示し

ます。 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

①　経営戦略から逸脱するべからず。 技術／営業／経営陣 
 →その商品の位置付け、コスト、方向性、発展性追求利潤等を周知徹底させる 
②　市場環境調査を怠るべからず。 営業 
      （SWOT分析）  →常日頃より内／外部環境や市場／業界動向に注意を向け、分析を日常的に行なう 
③　顧客のニーズを見逃すべからず。 営業 
      （QFD)  →常日頃から不満情報を開発の種に収集し、分析・抽出する 

知財べからず集の一部 図表2-4-10

項　目 対象部署・詳細 

（株）田野井製作所知財戦略PJグループ 

⑥モデル支援企業の開発戦略の評価と構築 
a． 技術開発戦略（案）の提示 

　モデル支援企業は、社長方針として「21世紀に通じるオンリーワン商品＜超高速化・複合化・極小化商

品＞」を開発するという方針を標榜しており、具体的には、この方針に基づき、クライアント企業では現在、5

件の開発計画が流れていました。モデル支援企業の技術開発は基本的には顧客の単独ニーズを中心とし

たもので、当該顧客以外の顧客にはその製品を更に調整してゆくというやり方を行っており、コア技術と目さ

れる製品調整技術の特色が色濃く出た技術開発や営業展開を主として行っていました。これは、中小企業

であるモデル支援企業のフットワークの良さを示す企業の強みでもあり、長期的な市場動向に合わせて、次

にヒットする技術を仕込む技術開発を行うという大企業のアプローチに対する弱み、かつモデル支援企業の

事業活動における経営資源の集中を阻害している要因でもありました。 

　このように相反する強みの強化と弱みを克服する中で技術開発のやり方、開発戦略は、基本的には“中

長期戦略と短期戦略”と“選択と集中”の中に解を見つけ出すこととし、その検討に際しては、開発戦略を

モデル支援企業自身で構築すべく情報収集とその分析を通して若手の知財戦略プロジェクトチームとアド

バイザーであるモデル支援企業幹部によって検討し、経営会議である開発戦略会議（開発企画会議）で発

表するという実務ベースのOJTを行いつつコンサルティングチームがまとめるという形をとりました。 

　探索した市場ニーズのもとに、社長方針の技術開発方針の妥当性を評価し、具体的なニーズに基づく優

先順位による短期的な技術開発戦略、中長期的な技術開発戦略をシリーズ化、標準化の考え方を含め提

案しました。 

　また、SWOT、QFD、マインドマップ（Mind Map）や、FMEAやリスクアセスメントの手法の学習を含む高度

なレベルの研修指導でしたが、若手の知識欲を掻きたて、情報収集によって今までとは違うニーズが見えて

くるということを示したことにより当該企業の意識改革が図れたという意味では、知財戦略コンサルティング

の役割は大きかったと思われます。 

・・・ 

・・・ 
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　知財だけでは、技術経営に基づく「オンリーワン企業」として成長し続けることはできません。今回、コンサル

ティングチームは、モデル支援企業の基盤を強化し、骨太の事業戦略、研究・開発戦略、知財戦略を構築でき

るように、徹底的に技術経営のための仕組み作りに注力しました。 

　短い期間であったため、十分にその目的が達成できたとは言えませんが、OJTを中心に自発的に成長できる

よう、基本的なことはお伝えしたつもりです。今後、イノベーションのPDCAサイクルを回し、モデル支援企業が

目指す「オンリーワン企業」として持続的に成長していくことを望みます。 

（６）エピローグ 
―「オンリーワン企業」へ向けて― 

（７）モデル支援企業のコメント 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

b．  知財戦略（案）の提示 

　知財戦略の策定についての基本的な考え方は説明しましたが、モデル支援企業にあった知財戦略案に

ついて十分討議をする時間がなかったため、知財戦略案を提示しました。 

　モデル支援企業の課題は、限られたリソースを有効活用することにより、オンリーワン戦略を支える技術の

開発とそれを支える効率的で有力な知財体制の確立です。 

　モデル支援企業は、今回の支援活動で知財活用の基礎的な土壌ができた段階であるため、今回提示し

た次年度の短期知財戦略は、まず、モデル支援企業にあった知財管理体制（組織）の基礎を作り上げるこ

と、及び知財戦略（案）と特許管理マニュアル（案）をモデル支援企業の実情にあうものに仕上げることを主

眼としています。提示した中・長期知財戦略(案)は、たたき台として提示したものであり、次年度以降の知財

活動によって、モデル支援企業の実情に合った中・長期知財戦略に改定されることが望ましいと考えます。 

株式会社田野井製作所　取締役社長　田野井　義政　 

　本事業のコンサルティングを受けることにより、事業戦略、研究開発戦略、知財戦略

の三位一体の経営がとても重要であることがわかりました。また、弊社の技術力を棚卸

しすることにより、自社の価値を再認識することができました。弊社は、自動車業界を主

に顧客としておりますが、100年に一度の不況の今、改めて今後の戦略をどう立ててい

けばよいのか、見直すいいチャンスにめぐり会えたと思っております。 

　今回は、私自身がプロジェクトリーダーとなり、全会議参加するとともに、若手を各地

域から選抜し本事業に参加させました。弊社の経営の方向性について若手に直接伝えることができましたし、

各地域の担当者の横の連携が強まる副次効果も生まれました。今回のコンサルティングを受けたことで、組織

的イノベーション生み出す基盤ができましたし、このコンサルティングが今後の発展の大きな分岐点になると思

います。 

　最後に、専門家の先生には熱心な指導をしていただき大変感謝しております。 
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2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

取締役（技術部開発担当）　 

　これまで、技術と知財を会社内で引っ張ってきましたが、知財管理や知財戦略を担える若手へバトンタッチし

たいと考えておりました。そんなときに、本事業への挑戦を社長から指示があり、応募し採択されました。 

　若手へ直接コンサルティングを受けさせたいとの思いで、東京本社、埼玉工場、宮城工場、名古屋支店など

から技術、営業の若手を８名選抜し、今回のコンサルティングのカウンターパートナーチームを組織化しました。

特に、弊社では顧客への技術営業が強みであり、営業担当を本チームに入れ知財を学ぶことが最重要と考え

ておりました。ロケーションが離れていることから、コンサルティングは主に土曜日に埼玉工場内で行い各地から

集まりました。今回のコンサルティングでは、専門家より毎回課題が出され、弊社の競合企業や取引先などの

７００にも及ぶ明細書をチーム８名で分担して読み込むなどをしました。専門家の先生方には熱心な指導をして

いただき、一人の欠席もなく全員皆勤で特許明細書を読み解く難しさと楽しさが体験できたと思います。若手

が特許について取り組むきっかけになり、非常にありがたく思います。 

　今後ですが、コンサルティングで提案のあった知財管理体制を若手を中心に組織することを検討していきま

す。自社の身の丈にあった取り組みで、着実に知財を根付かせていきたいと思います。 

奥田律次（弁理士） 

　今回はモデル支援企業のプロジェクトチームが若手社員の方中心であり、その向上心の高さに、私の方もい

ろいろと刺激を受けさせて頂きました。今回紹介させて頂いたブレインストーミング、マインドマップ（演繹法）、ＫＪ

法（帰納法）等、考えるための道具（発想法）をうまく活用して、飛躍されることを期待しております。 

コメント 

中谷進（知財コンサルタント） 

　特許の基本となるところを体感的に理解していただけたのではないかと思います。これを生かしてゆく一つの方

法に「知財リエゾンマン」的（普通従業員50人に1人）な活動方法があると思います。8人のプロジェクトメンバー、

最後の開発会議に出席した20名（従業員10人に１人）を超える人が知財リエゾンマン的活動、知財リエゾンマ

ン的意識をもって仕事をしていただくことを期待します。 

コメント 

　今回のコンサルティングチームは、（株）知財マネージメント支援機構の太田雄二をチームリーダーとして、弁

理士の奥田、知財コンサルタントの中谷、技術士の平川、弁理士の松下、中小企業診断士の間宮といった幅

広い専門家５名から構成されます。 

　このチームの強みは、開発手法、財務分析、知財管理、知財実務、開発支援について長い経験によるスキ

ルを有していることであり、それぞれの専門性を活かしてコンサルティングを進めました。 

（参考）コンサルティングチームの紹介 

→コンサルティングにおける主な役割：発想法等各種ツールの活用、特許制度等の活用指導、コンサルティング進捗管理 

→コンサルティングにおける主な役割：特許調査、請求項の読み方指導・ＯＪＴ実施 
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株式会社　知財マネジメント支援機構　太田雄二 
 
　今回のコンサルティングでは、チーム全員でモデル支援企業の現状・レベルの把握・分析、課題の抽出を行い、

企業が実現可能かつ定着する解決手段を提案することがポイントでした。メンバーが専門性を発揮し、経営者か

ら若手社員に至るまで幅広い層を対象に、ＯＪＴにて実施した開発会議、デザインレビュー会議、知財検討会、技

術推進会議等を今後とも「継続は力なり」の心構えで、実行して頂きたいと思います。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：全体的な指揮・指導 

間宮喜代司（中小企業診断士） 

　情報収集・分析・ニーズの探索支援を担当しました。経営分析の手法を一部取り入れて情報収集・分析に至

る過程の重要さを認識してもらいました。モデル支援企業のプロジェクトチームは非常にパワーがあり経営陣も

今回のコンサルティングで熱心にチームをバックアップし意欲の高さを感じました。支援企業の更なる発展を期

待しております。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：経営分析に関する情報収集、分析手法のＯＪＴ実施 

松下亮（弁理士） 

　知的財産権の活用の前提として研究開発があります。今回、駆け足ではありますが、技術開発の基本から知

財の活用や知財戦略の立案までを、ＯＪＴを中心とした支援活動を通じて体験して戴いたのは、大変有意義だっ

たと思います。後は、経営陣及び若手参加者を中心に、今回の活動を停止させることなく、試行錯誤を繰り返し

ながら、モデル支援企業の企業形態や風土にあった開発体制や知財管理体制に仕上げていくだけです。今回

の支援活動で見せて戴いた経営者や若手参加者の熱意と謙虚な姿勢が続く限り、５年後には今回の支援活

動の成果が表れるものと信じます。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：知財戦略の策定、知財管理体制の構築 

2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 

平川博將（技術士：原子力・放射線、総合技術監理部門） 

　お客様に喜んで頂く良い製品を提供するために企業としての技術開発戦略・開発計画の立て方、計画通り

プロジェクトを遂行し、品質の高い製品を提供するためのプロジェクトマネージメント、デザインレビューのやり方な

ど技術開発の基本動作を紹介し、体験して頂きました。将来とも技術開発に燃える製造業としてより良い製品を

社会に提供頂くことを期待します。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：技術開発戦略・開発計画の立て方策定、デザインレビュー会議のＯＪＴ実施 
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2-4 株式会社 田野井製作所 

　　　～オンリーワン企業へ向けて～ 



　北三株式会社（以下、モデル支援企業）は、８５年の社歴・実績があり、伝統の木材加工技術から培われた

ツキ板の専業メーカーであるとともに、「元気なモノ作り中小企業」に選ばれた優良企業です。このような実績、

技術・開発力といった企業の強みを生かし、企業の風土、能力に適った知財戦略コンサルティングを試みましま

した。 

　チームは、モデル支援企業の課題を分析し、コンサルティングテーマ（①知的財産管理体制の構築、②特許

マップの利用、③模倣品に対する侵害対策、④ブランド戦略など）について、コンサルティングを実施しましました。 

　コンサルティングの成果が、アイデア・発明の創造を活性化し、新製品の開発に生かされ、企業の知財戦略

に活用されることを確信します。 
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2-5 　北三株式会社 
　　～企業の強みを生かし、企業の風土・能力に適った知財戦略～ 

（１）プロローグ 
―「元気なモノ作り中小企業」への知財コンサルティング― 
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北三株式会社への知財戦略コンサルティング概要 図表2-5-1

＜モデル支援企業の課題＞ ＜コンサルティングテーマ＞ ＜コンサルティングの成果＞ 

●知財を管理する社内体制 

●収集した特許情報の有効活用 

●模倣品に対する保有特許の抑止 

●企業のブランド　など 

●知的財産管理体制の構築 

●特許情報・マップの利用 

●模倣品に対する侵害対策 

●ブランド戦略　など 

●改善提案制度の導入 

●定期的特許調査の内製化 

●事例からの教訓・対策 

●ブランド・ストーリーの提案　など 



2-5 北三株式会社 

～企業の強みを生かし、企業の風土・能力に適った知財戦略～ 

　モデル支援企業は、大正１３年に創業された銘木ツキ板※のリーディングカンパニーです。 

　銘木ツキ板は、世界中の天然銘木から作られます。モデル支援企業は、長年にわたって構築された独自

のネットワークで、世界中の原産地から良質の天然原木を厳選・買付しています。 

　ツキ板は伝統の切削技術をベースにしますが、モデル支援企業は、たゆまない技術開発によって、超薄板切

削技術を保有し、デザイン的にも品質的にも高いレベルを維持しています。 

　モデル支援企業は、銘木ツキ板の専業です。しかし、ツキ板の可能性を更に追求し、金属や不織布などの基

材にツキ板を貼り合わせた加工品、新発想の切削・積層方法による製品を開発しています。 

※ツキ板とは、稀少な銘木を0.2mm～3.0mm程度の厚さに削って作られる薄い板です。このとても薄いツキ

　板を、合板などの板（台板）に貼り付けることにより、銘木の持つ美しい木目を活かした木材を製造すること

　ができます。（資料：東京ツキ板商工業会ホームページ） 

（２）企業の概要と特徴 
―創業大正１３年銘木ツキ板のリーディングカンパニー― 
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北三株式会社の製品写真（ツキ板、応用例の建物内装材*、車内内装材） 図表2-5-2

北三株式会社 

尾山 信一 

〒136-0082 東京都江東区新木場１－７－６ 

http://www.hoxan.co.jp 

1924年 

242人 資本金 3億6928万円 

86.7億円 売上高研究開発比率 0.4％ 

木材木製品製造業 

銘木の輸入、銘木ツキ板、加工品（合板、シート）（用途：建物・自動車の内装材、家具）の製造・販売・
輸出、建築・内装工事業 

企業名 

代表者名 

所在地 

ＵＲＬ 

設立年 

従業員数(正社員) 

売上高 

業種(標準産業分類) 

主要製品・事業内容 

* Copyright (C)　SEOUL ART CENTER, All Rights Reserved.



主担当　副担当 
期間：４ヶ月間（１０月－１月） 

主担当　副担当 
期間４ヶ月間（１０月-１月） 

主担当　副担当 
期間４ヶ月間（１０月-１月） 

主担当　副担当 
期間４ヶ月間（１０月-１月） 
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（３）知財戦略コンサルティングの全体像 
―企業の強みを生かし、企業の風土、能力に適った知財戦略の立案に向けて― 
 

　コンサルティングチームは、２００８年１０月から２００９年１月までの４ヶ月間、知財戦略コンサルティングを実施し

ました。この間、コンサルティングチームは、モデル支援企業におけるヒアリング、工場見学などにより現状を分

析し、課題を抽出し、コンサルティングテーマを立案しました。コンサルティングのコンセプトは、「企業の強みを

生かし、企業の風土、能力に適った」知財戦略です。このコンサルティングテーマは、知的財産管理体制の構

築、特許マップの利用、模倣品に対する侵害対策、ブランド戦略などです。 

　これらのコンサルティングテーマを実施することによって、モデル支援企業に大きな成果をもたらしました。 

全体フロー 図表2-5-3

コンサルティング項目 

（A）知的財産管理体制の構築 

■基本手順 
①　ヒアリング（知財管理状況把握） 
②　詳細計画の策定 
③　文書化 
④　実習 

（B）特許マップの利用 

（C ）模倣品に対する侵害対策 

■基本手順 
①　ヒアリング（特許調査とその利用） 
②　詳細計画の策定 
③　月次調査の見直し・実習 
④　月次調査の定着化・抄録作成 
⑤　特許マップ作成実習 

■基本手順 
①　ヒアリング（模倣品及び特許の特定） 
②　詳細計画の策定 
③　模倣品対策 
　③-1 強い特許の取り方 
　③-2 事例の教訓を生かして対策 

（D）ブランド戦略 

■基本手順 
①　ヒアリング（登録商標の現状と出願方針） 
②　詳細計画の策定 
③　ブランド戦略構築方法(物語の重要性） 
④　一つの実行方法 

知
財
管
理 

特
許
マ
ッ
プ 

模 

倣 

品 
ブ 

ラ 

ン 

ド 

１０月 １１月　 １２月 １月 

①ヒアリング 

①ヒアリング 

①ヒアリング 

①ヒアリング 

②計画確認と詳細の策定 

②計画確認と詳細の策定 

②計画確認と詳細の策定 
③-1 -強い特許の取り方 

③2 -事例の教訓を生かして対策 

②計画確認と詳細の策定 

③今を知る 

④戦略提案 

③提案書の説明・討論・実習 

④提案実習・ 対応実週 

⑤特許マップ作成実習 

10/8 
第１回企業訪問 

10/22 
第２回企業訪問 

11/10 
第３回企業訪問 

11/26 
第４回企業訪問 

12/15 
第５回企業訪問 

1/13 
第６回企業訪問 

1/23 
第７回最終企業訪問 

③月次調査の見
直し・実習 

④月次調査の 
定着化・抄録作成 

2-5 北三株式会社 

～企業の強みを生かし、企業の風土・能力に適った知財戦略～ 
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（４）コンサルティングチームによる課題分析 
―モデル支援企業の現状を分析― 

　コンサルティングチームは、モデル支援企業における知財活動の現状を次のように分析しました。 

①知財を管理する社内体制 
　従来は、稟議規程に沿って特許申請などが処理されていました。しかし、知財に関する役割分担が明確で

はありませんでした。そこで、以下のように分析しました。 

・知的財産権として権利化が少ないこと 

・知的財産権より広い概念の知的資産まで広げることがより現実的であること 

・顧客の要求にあわせた提案・サンプル提示も知的資産であること 

　上記分析から、モデル支援企業における既存の稟議体制をうまく生かしつつ、営業・開発過程で創出され

るアイデアを漏れなく抽出することを目的として、既存の稟議書をベースに各種申請書を作成するとともに、

この申請書の流れを既存の体制に合致させる支援内容を提案しました。 

 
②収集した特許情報の有効活用 
　モデル支援企業では、特許情報については、外部調査機関による月次調査報告書（関連特許分野につ

いての公開情報）を購入しており、必要に応じてＩＰＤＬにより特許情報を入手しています。 

　全体として特許情報が十分に活用されていないとの問題意識があり、購入する月次特許調査報告書、

ＩＰＤＬなどで収集した特許情報の有効活用のニーズがありました。また、マップ化された特許情報を研究開発

戦略（開発テーマの抽出・選定など）に活用したいという希望もありました。 

　そこで、チームとモデル支援企業との意見交換などにより、特許情報の有効活用を目指すために、まずは

足掛かりとして、既存の日常業務に特許情報検索をルーチンワークとして組み込み、モデル支援企業におけ

る月次調査を全面的に見直して特許情報に慣れ親しむことが、一過性でなく特許情報の利用・活用を定着

させる上で有効であると分析しました。 

 

③模倣品に対する保有特許の抑止 
　モデル支援企業の主力製品は、特許権で保護され、これらの特許製品は高い利益率を上げています。 

　特許技術によって得られた優れた製品であること、また、特許によって保護され、他社参入障壁となって、

高い利益率を維持できていることが理解されます。 

　しかしながら、過去に模倣品が発生した事例もあり、この事例の教訓を生かし対策を勉強することとしました。 

 

④企業のブランド 
　チームとして、商標の系統的な出願方針や、ネーミングの仕方に関する体系が十分に整備されていない

状況にあると分析しました。 

　例えば、 

a. 会社名（Corporate Brand）と商品名（Product Brand）との関係性 

b. 海外営業展開のタイミングと商標出願のタイミング 

c. 営業網の展開と商標網の展開の整合性 

d. 商標間の体系性、 

等です。 

　以上の諸点をも踏まえて、モデル支援企業の商標管理の方向性を整理していくこととしました。 
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（５）知財戦略コンサルティングの支援内容と成果（知財戦略） 
―企業の強みを生かして企業の風土・能力に適ったコンサルティング― 
 

①知的財産管理体制の構築 
i） 提案内容（基本方針） 
　既存の稟議体制に適った知的財産管理体制を構築し、改善提案制度（職務発明制度）を整備します。

この際、以下の点に留意しました。 

　・既存の稟議体制（業務報告）を改善提案制度に結びつける。 

　・既存の業務報告の提案から発明が抽出できるようにする。 

ii）具体的支援方法 
　試案（書式のひな形）を示して、関係者の意見を聞き、モデル支援企業の体制に適った形式にしました。 

iii）実際の支援内容 
　発明考案届出書の一般的書式を示して、モデル支援企業の関係者と意見交換しました。 

　現状では発明の届け出が少ないとのことから、改善提案制度の導入を提案しました。ただし、改善提案書

の書式は、発明考案届出書に転換しやすい形にしました。 

　その中でクレーム対応・営業提案についても改善提案の対象とすることを提案しました。 

　モデル支援企業側から、異常物品・異常差額発生についても含めることが提案されたため、それを含めた

書式に変更し、モデル支援企業で更に検討されることとなりました。 

　この書式による提案制度が軌道に乗り、その中から発明の抽出を期待しています。 

iv）提案申請制度の位置づけ 
　モデル支援企業の現状を前提とし、最終的には社内の知的資産を可視化して、従業員を多能工化し、利

益率の向上を目指しました。 

　ここで多能工化とは、作業量の季節要因を考慮して限られた従業員数で集中と選択ができる制度であり、

効果として、時期的に仕事量が変動する業務に柔軟に対応できます。 

　上述のように、既存の稟議制度をベースに運用します。 

　次の段階（知的資産の一元管理）への第一歩とします。 

v）書式例 
　知的財産申請書を以下に示します。 

2-5 北三株式会社 
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②特許情報・マップの利用 
i）提案内容（基本方針） 
　モデル支援企業の既存の体制、人員の範囲内で、負担を最小限に抑えた形態で特許情報検索のルー

チンワーク化の定着を図るために、外部調査機関に依頼する月次特許調査に着目しました。 

　これをＩＰＤＬを利用して内製化します。ここで、毎月、特許情報検索および検索された特許情報に接すると

いうルーチンワークを取り入れることを支援の基本に決め、内製化のための支援を通じて、特許情報検索、

特許情報の利用に慣れ親しんで貰うこととしました。また、研究開発の各段階において特許情報の活用が

必要なことを理解してもらいました。さらに、余裕があれば、特許情報のマップ化について指導・支援すること

としました。 

 
ii）具体的支援方法・項目 
ａ）モデル支援企業において今まで利用してきた月次特許調査の見直しを通じて、 

　　自社出願の状況の把握 

　　特許マップについての理解 

　　月次特許調査の内製化の検討 

　　月次特許調査結果の利用方法 

　　月次特許調査に基づく特許情報の活用・管理の定着化 

　を提案しました。 

知的財産申請書 図表2-5-4

　会社の事業があって、それを支える一手段が知財管理です。「元気な物作りで利益の上がる会社」、であり続ける
ための知財管理です。強みを活かし、身の丈にあった知財管理が重要です。 

阪田俊彦（弁理士） 

ここが　ポイント ～知財管理～ 
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i）実際の支援内容 
ａ）特許情報の利用についてフローチャート、各種特許マップの提示 

　第３回目の企業訪問において、開発段階、特許出願時期および特許情報の利用の関係をフローチャートに

まとめて提示しました。社内で対応できない場合には外部調査機関などを積極活用することを提案しました。 

　また、技術分野別特許マップ（木材加工技術）のコピーを、特許マップをイメージしてもらうための参考資料と

して提供しました。 

 

　ｂ）月次調査の見直し 

　第４回目の企業訪問において以下の手順に従って月次調査の内製化について提案し、実際に、月次

特許情報検索を一緒に行いました。 

　ｂ－１）モデル支援企業の過去の特許出願の技術分野の把握 

　事前に、モデル支援企業の過去の特許、実用新案登録出願について図面付き抄録を作成しておき、

これを提示して、モデル支援企業の過去の出願の全体を知ってもらいました。 

　また、モデル支援企業のＩＰＣ別の出願件数を表すマップ、および、ＩＰＣと特許製品の対応関係を表すマ

ップを事前に作成しておき、これらと、ＩＰＣ一覧表とを対照することで、モデル支援企業のＩＰＣを確認しても

らいました。これに基づき、現行の月次調査の調査範囲（検索式）の適否を確認しました。 

　ｂ－２）ＩＰＤＬによる月次調査 

　外部調査機関による月次調査を、ＩＰＤＬによるキーワード検索（ＩＰＣ利用）によって代替えできることを、

実際に検索を行うことで確認しました。 

　「ツキ板」が利用されている技術分野を理解するために明細書の全文検索を行うことを提案しました。 

　ｂ－３）外部調査機関の利用 

　　審査請求前の特許調査のために、無料先行技術調査機関についての情報を提示しました。 

　　参考までに、特許庁の「特許戦略ポータルサイト」を紹介しました。 

　ｂ－４）月次調査の定着化 

　第５回目の企業訪問において、ＩＰＤＬによる月次調査のための検索式を提示して、月次調査の内製化

のための調査時期、担当者、調査結果の回覧ルート、調査結果の保管場所などについて確認しました。

また、月次調査の調査結果（関係する特許公開公報）をどのように整理するのかについて検討しました。 

　ｂ－５）海外特許情報について 

　第５回目の企業訪問において海外特許情報を入手するためのデータベースについて説明しました。 

 
iv）支援の成果 
　外部調査機関に依頼して行っている月次特許調査と同一の調査を、ＩＰＤＬを利用してリアルタイムに行う

ことができることを理解してもらえました。開発担当者はＩＰＤＬを利用することがあるので、月次特許調査を内

製化して定期的に特許情報に触れるルーチンワークが定着して、開発担当者にとって特許情報がより身近

となり、その活用（特許マップとしての利用など）も積極的に行われることを期待します。 

ｂ）また、開発の各段階において自社あるいは外部調査機関を利用して特許調査を行う必要があることを提

案しました。 
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v）今後の課題 
　特許マップの活用については、当初は、実際にモデル支援企業の開発担当者と共同で特許マップの作成

を計画していました。しかしながら、具体的にどのような内容の特許マップを作成すればよいかについての検討

時間、モデル支援企業の開発担当者との打ち合わせ時間などが不足、不十分であり、特許マップの作成の実

行には至りませんでした。 

　モデル支援企業の研究開発担当者に全員揃ってもらう機会が得られなかったので、特許情報の検索・活

用について参加できなかった研究開発担当者にも十分に啓発活動を行って頂ければと思います。 

③模倣品に対する侵害対策 
　模倣品に対する事例から、教訓を学び、その対策を練りました。 

　まずは法律上の特許権の効力を検討します。特許権の効力とは、「特許権者が、業として特許発明の実

施をする権利を専有する」ことです。すなわち、専用権とその裏返しとしての排他権とです。 

　特許権者は、専用権に関して、通常、特許権者自身の事業範囲内で実施を独占できれば十分であると認

識します。このような認識下で、特許権者は、排他権に関しても、特許権者自身の事業範囲内でのみ他人

の実施を排除できると思い違いをしがちです。 

特許権の効力、専用権と排他権 図表2-5-5

特許権の効力の要素 図表2-5-6

　特許権者自身が実施を実際に独占する範囲内で、他人の実施を排除できると誤解するのです。 

　次いで、特許権の効力をその要素から説明します。効力の要素には、発明のカテゴリー（種類）と実施の態

様とがあります。 

　発明のカテゴリーは、法律上、物（原材料、中間品、製品など）の発明と、方法の発明とに大別され、更に方

法の発明を、物を生産（製造）する方法の発明と、それ以外の方法（測定方法や通信方法など）の発明とに

分けられます。実施の態様には、上記の物の生産（製造）、販売、使用、輸出入、展示、方法の使用などがあり

ます。 

2-5 北三株式会社 
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 専用権→自分が実施を独占 
 排他権→他人の実施を排除 

効力の要 

発明のカテゴリー 
原材料、中間品、製品、方法など 

実施の態様 
製造、販売、使用など 
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　モデル支援企業の場合、発明のカテゴリーには、ツキ板や基材の材料、シートや合板の中間品、この中間品

を内装材として利用した建物、家具、車両などの製品・生産物があります。 

　上流の材料から下流の最終製品まで、種々の業者の広い範囲で、特許権の効力が及ぶ可能性があります。

下記図のマトリックスに示すように、大きな楕円の広い範囲が、排他権の可能な範囲です。 

　他方、専用権の観点から見れば、モデル支援企業の主な業務がツキ板とその加工品の製造・販売であると

すると、上記マトリックスの中流の狭い範囲、中間材の化粧不燃材の製造・販売だけが専用権の範囲です。 

　模倣品を排除するためには、上流の材料から下流の最終製品までの排他権の範囲を意識して、権利化を

図る必要があります。自ら実施する専用権の範囲では、十分ではない可能性があるからです。 

実施とカテゴリーとから排他権の範囲を説明するマトリックス 図表2-5-7

　特許権の侵害とは、第三者が特許権者から実施を許諾されていないにもかかわらず、業として特許発明を実施する
ことです。また、特許製品の部品のような、特許発明の実施にのみ使用する物の製造、販売行為など、予備的・幇助
的な行為も、特許権の侵害とみなされています。 

清水正三氏（弁理士） 

ここが　ポイント ～特許侵害～ 

④ブランド戦略 
　戦略とは行動の計画です。そしてブランドとは、種々の定義があるがここでは「指名するもの、されるもの」と

定義します。するとブランド戦略とは、ある商標が指名されて購買されるようになるまでに到達させるための行動

の計画となります。そして、これが本コンサルティングを通じての究極の目標です。 

 

i）商標とブランドの概念を区別 
　先ず「商標」とは何でしょうか。それは、「文字・図形・記号及び立体的形状、そしてこれらの結合したもので

あり、また、これらが色彩と結合したもの」です。商標として特許庁に登録されるための法的要件を満たし無事

に登録された商標は、それ以後法的に保護され、独占的に使用することができます。 

 

　これに対してブランドは、冒頭に述べたとおり、「指名するもの、されるもの」ととらえられますが、換言すれば、

「北三じゃなきゃダメ」といわせる力です。あるいは、消費者の脳内に構築された当該ブランド（商標）に係るイ

2-5 北三株式会社 
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メージあるいは世界観であるとも表現できます。 

 

　以上のように、登録商標となってもそのこと自体のみではブランドとしては成立していませんし、また、ブランド

として成立していても登録商標であるとは限らないのです。ただし、最も好ましいのは、先ず商標として登録され、

それが、消費者にブランドと認識されるようになることです。 

ii）ブランドのコスト 
　とはいっても、消費者の脳内に十分にイメージが構築されるためには、数多くのブランド経験が必要になりま

す。つまり、ブランドが付されている商品を手に取り、生活空間の中で使用し、他の消費者の視線を感じ、そして、

愛好者同士で当該ブランドについて語り合われます。そして、様々なメディアを通じての情報提供、広告宣伝と

いう「教育」を通じてブランドイメージが構築されていきます。この広告宣伝投資がブランド構築のための直接

コストの典型例です。つまり、消費者にブランドそのものを浸透させるための投資金額といえます。 

 

iii）ブランドとして成立させるためには　――　顧客は誰か？ 

　モデル支援企業の顧客は誰でしょうか。その答えは、大手ゼネコン等の建設会社、リフォーム会社、そして設

計事務所、インテリア・コーディネータ等の人々です。しかし、これらの人々は決して製品の最終消費者ではあり

ません。 

 

　ブランドとして成立させていくためには、やはり、最終消費者へのアプローチが欠かせません。なぜでしょうか。

ブランドとは「指名するもの、されるもの」なのです。そのためにはエンド・ユーザーに「ぜひ北三の製品を使って

ください」と、ユーザーである施主から建設会社等に指定させることができれば、従来からの建設業者等へのア

プローチと相俟ってモデル支援企業のブランドは向上していきます。 

 

　では最終消費者に指名させるためにはどのようにしたら良いのでしょうか。この問いに正確に答えることは極

めて困難です。しかし、消費者に対してなぜ製品を購入することに決めたのかという購買決定要因の分析は可

能でしょう。この分析を通じて、顧客はモデル支援企業の製品の何に満足感を得ているのかを少なくとも知る

ことができるようになります。モデル支援企業の真の顧客は建設会社等ではなく、エンドユーザーであることを再

認識することが重要です。 

 

　個人住宅向けのチャンネルへのアプローチと、大規模構築物向けのチャンネルのアプローチは大きく異なり

ます。基本的には両方のチャネルにアプローチしたいところですが、経営資源は有限である故に、対顧取引、対

法人取引何れを重視するかの経営判断が求められます。そしてもし対法人取引（ホールセール）を重視するの

であれば、ブランド戦略は必ずしも有効な手段である可能性は低いのです。その理由は、ホールセール取引で

重要なことは、納品の価格、報償費の有無や多寡等の金銭的な要素が重要になるためです。 

 

　ただし、これまでの経験は対顧、対法人の何れの取引にも良い影響を与えることを示しています。鉄道会社

へ納品した車内ロービーの壁面材の美しさに関心した人が、首相官邸や政府専用機の壁面材への採用と連

鎖します。「製品が一番のセールスマン」という市場の格言を証明したようなサクセス・ストーリーです。このスト

ーリーを市場に広く普及していくことにより、モデル支援企業ブランドのイメージがさらに浸透していきます。 
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iv）ブランド・ストーリーの提案 
The　北三　ブランド・ストーリー 

北三・ツキ板の源流　―　「すずらん履き」の誕生 

　1918（大正7年））北三の創業者 尾山金松は、新天地・北海道で身を立てようと、北見で履物店を開業。前

年、九州の段谷福十氏と契約した下駄棒十万足の納期が迫っていました。創業者 尾山金松は、まだ深い残

雪を踏み分けながら山道を急いでいました。下駄の材料を求めて山に入ったのです。 

 

　冬、雪の上で木を切り倒すため、雪がとけると地上に1メートルも高さのある切り株が顔をだしていました。積

雪が溶けた跡にタモの切り株を見つけました。金松は衝動にかられて、やにわに腰に下げた手斧を振りあげてそ

の切り株のふくらみを削りました。黒くなった樹皮の下から真白い木肌に、うずを巻いたような美しい「もくめ」が

現れました。その、あまりの美しさに、金松はしばらく我を忘れて見惚れていました。 

 

　尾山金松はこれを買い取り、1.5mmの厚さに削り、下駄の上に貼りつけてみました。すると、 独特の玉杢目

がきれいに浮かび上がりました。この下駄を「すずらん履き」として売り出すと大評判になったのです。 「ツキ板

の北三」、誕生の瞬間です。 

すずらん履き 図表2-5-8

ツキ板の応用例「象嵌」と製作風景 図表2-5-9

新製品開発の伝統が北三を支える 

　北三は、単なるツキ板の提供だけでは満足していません。同業他社にはできない独自の製品を世の中に供

給しています。もはや戦後ではないといわれた1956年から5年が経過した1961年（昭和36年）、わが国の高度

経済成長の入口の頃、特殊な繊維質複合シートとツキ板を組み合わせた製品「サンフット」を売り出しました。 

2-5 北三株式会社 
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　また天然のチヂミ柄は産出量が少ないため、価格も高い傾向にある。そこで北三は、天然の風合いをそのま

まに、チヂミ柄をロープライスで安定供給できるように研究を重ね、そして生まれた商品が「リアルテック」。 

 

　人気の玉杢、コブ杢は希少価値が高く、安定的な価格と供給がむずかしい商品でした。これを解決したのが

「ホクサンファインテック」。樹種の特性を活かし、新しい高級模様を造り上げ、リーズナブルな価格を実現した。

新たな木目でデザイナーの皆様のクリエイティブワークを支援しています。 

 

北三の約束：天然資源を大切に　―　エコ社会こそモデル支援企業の時代 

　北三製品の殆どが天然の木材から生まれています。特に高級木材といわれる黒檀・紫檀・チーク材等は産

出量が減少傾向にあります。材料それ自体を無垢で使うのではなく、0.2ミリの薄さに加工して、基材に貼り付け

れば、数十倍の量にして高級木材を楽しむことができるようになる。ツキ板は正にエコの代表製品なのです。 

 

　「朽ちるにまかせているこの沢山の切り株。このなかには、このように美しい杢木が少なからずある。生かす道

はないだろうか? もし生かすことが出来たら…」この気持ちが北三を創り出し、そして今後の北三をもささえるス

ピリットなのです。  

 

v）ブランド戦略の今後の展開 
　上述のブランド・ストーリーを参考に、立案し、実行し、確認するというフィードバック・ループがきちんと回ること

により、ブランドが定着していくと考えられます。 

　一般の消費者も企業人もブランドと標章の差を明確に理解していない。そのため、たんなるロゴもブランドと説明
されてしまう傾向があり、結果としてブランド戦略に対する理解が混乱してしまう。ブランドについて語る時は、先ず最
初に自分たちのブランドの定義をまとめてからスタートしないと、矛盾のある結論を導いてしまう可能性があるのでご
注意を。 

牛島正晴（税理士） 

ここが　ポイント ～ブランド～ 

　コンサルティングチームは、「企業の強みを生かして企業の風土・能力に適ったコンサルティング」をコンセプ

トに、実施しました。 

　モデル支援企業は、伝統の木材加工技術についての長い歴史から、確固たる企業の風土・能力を持ってい

ます。このコンサルティングにおいては、モデル支援企業に新規なものを押付けず、既存のものに落し込むよう

に配慮しました。また、「元気なモノ作り中小企業」のモデル支援企業は、非常に狭い範囲の木材加工に特化

した強い技術・開発力、実績を持ち、環境に優しいツキ板を対象にしているという優位性に立っています。この

コンサルティングにおいては、これらの強みに焦点を合わせ、結果的に「より利益の上がる会社」につながるこ

とを目指しました。 

（６）エピローグ 
―コンサルティングの成果がモデル支援企業の知財戦略に活用― 

2-5 北三株式会社 
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　コンサルティングの成果は、「元気なモノ作りの、より利益の上がる会社」とするための手段であり、機会です。

モデル支援企業は、今後、このコンサルティングの結果であるこの手段や機会を活用して、知財戦略を積極的

に自立的に進められることを確信します。 

 

（７）モデル支援企業のコメント 

代表取締役　尾山信一　 
　今回知財戦略コンサルタントに応募したところ、幸いにもチャンスに恵まれ、多くの事を学

ばせて頂きました。正直なところ、最初は弊社の研究開発部門に任せておこうと思っていた

のですが、初回の打合せに来られた先生方とお会いし、誠に恥ずかしい話ですが私が予想し

ていた以上に本格的なプロジェクトだということが判り、以後私もほぼ総ての会議に出させて

頂きました。 

　お陰さまで「ブランド」「商標」「特許」というような知的財産のアイテムを体系的に学ぶことが出来ました。

中でも弊社が過去に海外で受けた特許侵害や国内での懸念事項を題材として取り上げて頂き、問題点の解

説と共に効果的なアドバイスを頂いた事は、とても良い勉強になりました。また今回のコンサルタントを通して、「現

場からのちょっとした提案も会社の知的財産に繋がる可能性がある」という事を再認識させられました。今後は

是非現場のアイデアを吸い上げられるような仕組みづくりをして行きたいと思っております。 

　最後に、今回のコンサルタントの機会を与えて頂きました事、並びにご指導頂きました先生方に改めて御礼

申し上げます。 

モデル支援企業主担当者（中央研究所所長） 
　当社では知財の専門担当者は不在で、研究開発者が知財関係も兼務しているのが現状ですが、普段お会

いする機会の少ない弁理士さんや技術士さんに貴重なお話を伺うことができ、たいへん良い経験でした。今回、

特許の権利化・特許調査方法・特許情報の活用・ブランド化等については貴重なご意見・資料を多々頂き、

たいへん感謝しております。その中で、ご指摘頂いた特許調査の内製化について早速スタートしており、効果を

上げつつあります。 

　ご指導頂いた貴重なご意見は、さらに今後の知財活動に繋げて行きたいと思います。 

2-5 北三株式会社 
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（参考）コンサルティングチームの紹介 

牛島正晴（税理士） 

　「ブランド戦略」を担当致しました。ブランド・ストーリーを提案させて頂き、それと併せて、ブランド定着化への会

社としての行動の計画へのステップを伝えられたかと思います。　「ブランド」の定義は多種多様であり、それが

ブランドを扱いにくくしている面があるので、本コンサルでは「指名するもの、されるもの」と簡単に定義し、全体を

整理しました。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：ブランド戦略 

阪田俊彦（弁理士） 

　コンサルティングの中で主に知財管理を担当しました。今回最も注意したのは支援企業の実情にあった知

財管理体制の構築でした。現状の強みを活かし、身の丈にあった知財管理体制とすることで、モデル支援企

業の事業がより強化されるのが楽しみです。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：知財管理体制の構築 

清水正三（弁理士） 

　私は「模倣品に対する侵害対策」を担当しました。今回は侵害に強い特許を取るための考え方を示しました。

モデル支援企業は保有特許で模倣品抑止に今後利用できると思います。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：侵害対策 

横沢志郎（弁理士） 

　私は「特許情報の有効活用」を担当しました。今回は、モデル支援企業において既存の体制の中で、コンサ

ルティング後においても確実に特許情報の活用が定着することを主眼に置いてコンサルティングを行いました。

この目的は十分に達成できたものと思っています。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：特許情報の有効活用 

中村央（技術士／エコアクション２１認証・登録制度審査人） 

　私は新事業分野の技術調査を担当しました。突板は貴重な銘木杢目の美しさを最大限に活用する優れた

環境技術と感じました。今回の技術調査の結果を事業に貢献する知財戦略・環境戦略へ活用頂くことを祈

念します。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：潜在的知財の顕在化、新事業分野の技術調査 

2-5 北三株式会社 
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株式会社ブライナ　佐原雅史（弁理士）　横田一樹（弁理士／技術士） コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：進行、指揮 

　モデル支援企業は、世界中から良質の天然原木を輸入するという独自のネットワーク、また、

天然原木を超薄板に加工するという高い技術力によって既に参入障壁を構築されています。 

　今回のコンサルティングでは、このような既存の参入障壁に加え、知財による参入障壁の

構築をどのように進めて行くかがポイントとなりました。 

具体的には、 

（１）知財管理体制の構築によって、開発段階で創出されるアイデアをもれなく抽出すること、 

（２）特許マップの利用によって、同業他社の技術動向、自社のポジションを的確に把握すること、 

（３）模倣品に対する侵害対策を勉強することによって、自己防衛機能を備えること、 

（４）ブランド戦略を勉強することによって、商品名などを戦略的に立案すること、 

     を目指しました。 

　今後は、今回のコンサルティングの内容が、モデル支援企業において自立的に進められることを期待します。 
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2-5 北三株式会社 

～企業の強みを生かし、企業の風土・能力に適った知財戦略～ 



　モデル支援企業は従業員規模が１５名という小規模企業でありますが、昇華印刷技術に特化した商品開発

を行い、ニッチ市場において確実に売上を伸ばし、ここ数年で急成長しています。現在の事業においては、メガ

ネクリーナーと液晶画面クリーナー（ピタックリーン 、以下「ピタックリーン」という）が収益の二本柱となってい

ます。ピタックリーンは売上げの大半を占めており、これを中心にどのように事業を展開していくかが基本課題と

なっています。また、新たな商品アイテムとしてファスナー生地部分の両面に昇華転写印刷を施した製品を開

発中であり、今後の収益の柱とすべくどのように事業展開していくのかを早急に検討する必要があります。さら

に、中長期においては、新たな商品アイテムのラインナップを如何に効率よく市場へと投入することができるか

がモデル支援企業の継続的発展の鍵となっています。 

　今回コンサルティングチームは、上記事業分野における、既存の主力製品であるピタックリーンの販売拡大

と、将来の基幹商品としての可能性のあるファスナーを初めとする新たな商品アイテムを展開していくために知

財戦略を中心とした支援を行いました。 

　ピタックリーンと将来の商品アイテムのそれぞれについてコンサルティングテーマを設定し、設定したテーマに

沿ってコンサルティング支援メニューを決定しました。 
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ピタックリーン ファスナー 

新規用途 

新規用途提案 

新機能付加提案 販売戦略提案 提携戦略提案・契約関係等 

特許調査・分析 特許出願他 

特許調査 
・分析 

特許調査 他社特許分析 特許調査 他社特許分析 

関連自社知的財産分析 関連自社知的財産分析 

知財戦略による差別化を検討 



2-6 楽プリ株式会社 

～昇華印刷技術と商品企画力により新規市場の開拓を目指す～ 

　モデル支援企業は創立以来、技術の開発・集積を重視したメーカーとして、昇華転写印刷を基本とした商

品開発を行い、これらの製造販売に従事してきました。創業当初は、昇華転写印刷を顧客の注文に応じて行

う印刷サービスを行うと共に、簡易型の昇華転写印刷機セットの販売も行っていました。その後、マイクロファイ

バーを使ったメガネクリーナーに昇華転写印刷を施し、それらの販売を行うようになりました。従来の高鮮明な

印刷手法では、印刷面で眼鏡の汚れをふき取ることができませんでしたが、昇華転写印刷によって、印刷面の

ふき取り機能を損わずに多彩なデザインを施すことができようになった点が、この分野で成功をしている大きな

要因となっています。その後、現在の主力製品であるピタックリーンを開発し、代理店に卸販売することにより、

事業規模を拡大してきました。 

　このように、モデル支援企業は、蓄積した昇華転写印刷に関する独自の技術を武器に、新規な市場を開拓

し、新たな事業領域へと進出していくことを目指している企業です。 

　モデル支援企業は、知的財産を活用して、ピタックリーンの国内外での販路拡大を目指すと共に、それ以外

にも、その他のアプリケーションとして、アパレルはもちろんファスナーやシートベルトにも昇華転写印刷を施し、

順次商品化することを目指しています。 

　なお、新商品として、マイクロファイバーの種類や大きさを自由に変えられるメガネ拭き用商品“サラックリー

ン”や、種々のカードに何度も貼り直しができる“ドレスカード（個人情報保護シート）”なども予定しています。 

（２）企業の概要と特徴 
―昇華印刷技術をコア技術として、様々な製品を展開― 
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モデル支援企業の商品アイテム 図表2-6-2

楽プリ株式会社 

代表取締役　天野美江子、取締役会長　天野康朋 

〒103－0004　東京都中央区東日本橋1-3-9 大内ビル1F・2F　　　　　　　　　　　　　 

http://www.rakupuri.net/profile.html 

2001年4月 

15人 資本金 1億8,796万円 

約3億5,000万円 売上高研究開発比率 （非公開） 

繊維業 

ピタックリーン 
昇華染色応用商品の製造販売 

企業名 

代表者名 

所在地 

ＵＲＬ 

設立年 

従業員数(正社員) 

売上高*1 

業種(標準産業分類) 

主要製品・事業内容 

*1:　2008年１月～１２月の売上高 

・ピタックリーン ・ドレスカード ・ファスナー他 



支援の流れ 図表2-6-3

全体スケジュール 図表2-6-4
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（３）知財戦略コンサルティングの全体像 
―実行可能性の高い戦略支援― 
 

（４）コンサルティングチームによる現状分析と課題分析 
―事業戦略に応じて、適切に知財を活用― 

①モデル支援企業の現状 
i）ピタックリーン 
　ピタックリーンは、そのほとんどが販売代理店を通してノベルティグッズとして市場に出ています。ピタックリ

ーンの市場はいわゆるニッチ市場で、競合する企業は国内に数社いる程度で、海外にはほとんどいない状況

です。はやり廃りが激しく需要予測が難しい市場ですが、直近3年間でピタックリーンの売上額は大幅に増

加し、現在ではモデル支援企業の全売上額の大半を占めています。さらに事業を拡大させるため、モデル支

援企業は、現行のピタックリーンについて国内外に特許の出願および登録をしているとともに、改良したピタ

ックリーンについても特許出願を検討中です。 

　コンサルティングチームはモデル支援企業の経営者、管理責任者、技術者を

交えたヒアリングを継続的に行い、昇華転写印刷に関して企業が有するコア技

術を把握し、既存主力商品（ピタックリーン）および将来商品（ファスナー他）に

対する要望を確認しました。その上で、モデル支援企業の抱える課題を分析し、

それに対する知財戦略を構築すべくコンサルティングテーマを設定し、設定したテ

ーマに沿ってコンサルティングを実施しました。テーマ設定においては、事業規模

が小さくかつ事業が一つの商品に大きく依存しているという現状を把握した上で、実行可能性の高い戦略支

援を行いました。 

ヒアリング 
モデル支援企業の 
問題意識の確認 

コンサルティングチーム 
による課題設定 

コンサルティングの実施 

支援メニュー 
支援の期間（スケジュール） 

ピタックリーン

ファスナー 

新規アプリケー 
ション 

08年9月 10月 11月 12月 09年1月 

ヒアリング、現状・課題分析 

ヒアリング、現状・課題分析 

事業戦略・販売戦略の分析・提案 

関連特許・ノウハウの分析 

事業戦略・提携戦略の分析・提案 

関連特許・ノウハウの分析 

提携関連契約の解説・説明 

新規用途の調査・分析 

新規機能の調査・分析 

新型タイプの知財優位性の分析 

① ④ 

④ 

④ 

⑦ 

④ 

②　③ ⑤　⑥ 

⑥ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

⑥ 

⑥ 

②　③ ① 

※表中の○番号は訪問回数 

2-6 楽プリ株式会社 

～昇華印刷技術と商品企画力により新規市場の開拓を目指す～ 

コンサルティング風景 



104

第
２
章
　
知
的
財
産
経
営
の
実
践 

ii）ファスナー 
　モデル支援企業は、ファスナー治具の務歯と務歯の間にまで印刷する要素技術を有しています（務歯（む

し）とは、ファスナーの噛み合う“歯”のことです）。本技術をもとに、現在、大手メーカーとの間で提携に向け

て検討段階にあります。また、モデル支援企業は、自社の有する要素技術について、すでに特許出願をして

おり、早期の権利化を検討しているとともに、さらに追加の特許出願を準備中です。 

 

②モデル支援企業が抱えていた問題意識 
i）現状の主力商品の売上げの拡大 
　モデル支援企業はピタックリーンの売上げの伸びに乗じ売上げ拡大を考えています。特に、保有特許を

活用し海外展開を考えています。また、オートメーション化し製造コストを抑えたいと考えています。 

ii）安定した収益構造の確立と、新たな収益の柱の構築 

　主力商品のみの短命の収益構造を変えるべく、次の収益の柱の確立を考えています。モデル支援企業は、

ファスナーに関して、大手メーカーとの事業提携を成功につなげたいと考えています。また、継続的に新たな

商品アイテムを市場に投入したいと考えています。 

 

③コンサルティングチームによる課題設定 
i）知財を活用した海外事業展開の妥当性 
　海外展開をする場合、海外市場の形成と、特許による参入障壁の構築が必要となりますが、いずれの観

点からも現状では困難であり、知財を活用した海外展開は容易ではないとの結論に至りました。 
●  海外市場の形成 

　現時点では、ピタックリーンの海外市場が形成されていない状況にあるため、海外展開を図る上では海

外市場の形成が不可欠でしたが、モデル支援企業の経営資源を客観的に判断すると、海外市場を形成

するために投資することはリスクが高いと考えられます。 
●  特許・ノウハウ管理による参入障壁の構築 

　自社で海外展開することのリスクが大きすぎる場合、特許で保護することが可能な技術であれば、知財

で参入障壁を構築することができ、ライセンスモデルにより海外展開することも考えられます。しかしながら、

下記の点から、現状では、ピタックリーンの海外展開を、知財で保護したライセンスモデルで行うことは容易

ではない判断しました。 

－ 海外展開する際に活用を予定していた現行のピタックリーンの国外特許出願には、参入障壁を

構築できる程の技術的優位性が十分に確認できませんでした。 

－ ピタックリーンの商品ライフサイクルはそれほど長くないと予想される一方、海外への特許出願で

は通常、権利化まで３～５年以上かかります。そのため、新たな特許出願・権利化を行っても投資

効果が小さいと考えられます。 

上記の分析より、以下の結論に達しました。 

　特許出願をするとその内容は出願から18ヶ月後に特許庁から特許公開公報として公開されます。特許として保護さ
れる発明は、新しいこと（新規であること）と知られたことから簡単に思いつかないこと（進歩性があること）が要求され
ます。そのため、改良型の特許出願は、できる限り、最初の出願から18ヶ月以内にするように心がけるべきです。 

ここが　ポイント ～改良発明について～ 
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ii）コンサルティングチームが考えたモデル支援企業がとるべき事業展開と課題 
　コンサルティングチームは、現状でモデル支援企業に適した事業戦略は、「昇華転写技術を軸としてアプ

リケーション商品を開発し続け、その中でヒットした商品から収益を得る一方で、過剰な設備投資を避けてい

つでも商品ラインナップを変更できるように備える」というビジネスモデルをとることだと判断しました。 

　現状、ピタックリーンが主力商品として収益の柱となっており、ファスナーが将来的に事業化し収益の柱に

なる見込みがあることから、コンサルティングチームは、ピタックリーンの収益をファスナー事業化や新規アプ

リケーション開発へ配分する必要があると考えました。その上で、モデル支援企業の短期での課題と中長期

での課題を下記のように設定しました。 
●  短期（～３年）での課題 

ピタックリーンの市場認知度の向上 

ピタックリーンの商品ライフサイクルの延命化により収益を確保 

大手メーカーとの事業提携の成功と戦略的な提携 
●  中長期（１０年程度）での課題 

次の収益の柱となる商品開拓 

ピタックリーンについての結論 図表2-6-5

コンサルティングチームが考えるモデル支援企業の課題 図表2-6-6

ピタックリーンは知財に頼らない販売戦略による販路拡大が必要。 

海外展開の場合は、アライアンス戦略が有効であるが、模倣品のリス

クがあり、周到な販売戦略の検討が必要。 

コア技術（昇華染色技術） 

アプリケーション商品の開発 

経営理念 
「事業領域は仮の姿」 

売上げの大半を 
占める主力商品 

液晶クリーナー（ピタックリーン ） 両面ファスナー その他 
課題① 課題② 

課題③ 

売り上げ拡大のため市場認知度向上と 
商品延命化が必要 

大手メーカーとの戦略的指
針が必要 

次の収益の柱となる 
アプリケーション開拓が必要 

中長期に備え、 
次の収益の柱の構築が必要 

大手メーカーとの事業提 
携の話あり 

商品展開 

市場での定着を図るため、販路を拡大し市場
認知度を向上させる必要あり 

３年程度の短い商品寿命が予想されるため
付加価値づけして延命化を図る必要あり 

需要予測が困難なので、過剰投資を避けい
つでも撤退できるよう備える必要あり 

大手メーカーとの事業提携を目指すが、大
手が相手なので、なるべく不利な条件の提
携とならないようにする必要あり 
知財により技術的優位性を確立する必要
あり 
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　販売戦略や知財戦略を検討する上で、前提となるのが企業の事業戦略です。事業戦略は、その事業全体の方向
性を決めるものであり、販売戦略や知財戦略は事業戦略に従うべきです。 
　つまり、まず明らかにしなければならないのは事業戦略であって、その確固たる事業戦略に沿って、販売戦略や知財
戦略を策定することが重要です。 

宮川壮輔（弁理士） 

ここが　ポイント ～事業戦略の重要性～ 

設定した課題に対し、コンサルティングチームは以下に示す６つの支援メニューを提案しました。 

（５）知財戦略コンサルティングの支援内容と成果 
―販売戦略と知財戦略の複合的なコンサルティングを実施― 

①ピタックリーンの販売戦略の提案 
i）モデル支援企業の事業戦略 
　  コンサルティングチームは、ヒアリングなどにより、以下の事業戦略を確認・明確化しました。　　 
●  主力製品であるピタックリーンの認知度アップのため新たな販路を開拓する 
●  国内の販売チャンネルはノベルティ代理店のみとし、今後も卸販売を原則とする 
●  ピタックリーンの特許を海外数カ国に出願中であるため、海外へ販売展開する 
●  海外展開する上で現地代理店や委託製造先などとアライアンスを行う 

ii）商品分析および課題の抽出 
　販売戦略を立てるにあたり、当該商品の特徴、既存のノベルティグッズに対する優位点、モデル支援企

業の人的、物的リソースなどの現状における問題点を分析し、課題を以下のように抽出しました。 

a.問題点 
●  現状での海外進出は、モデル支援企業の投資リスク、または収益性の面から見て成功の確率が必ずしも

高いとはいえない 
●  仮に海外で特許が取得できたとしても、模倣品対策は困難 
●  販路拡大、海外進出するには、社内の人的リソースに限りがある 
●  現在製造工程の一部を外部委託しているため、コストがかさみ生産量に制限がある 

コア技術（昇華染色技術） 

アプリケーション商品の開発 

次の収益の柱となる 
アプリケーション開拓が必要 

支援メニュー⑤ 
　新規アプリケーション調査 

支援メニュー⑥ 
　特許調査の講義 

支援メニュー① 
　販売戦略 

支援メニュー② 
  新機能調査 

支援メニュー③ 
　ファスナー印刷特許調査 

支援メニュー④ 
　大手メーカとの提携戦略・ 
    契約関係 

液晶クリーナー（ピタックリーン ） 両面ファスナー その他 

商品展開 

売上拡大のため市場認知度向上と 
商品延命化が必要 

大手メーカとの提携に戦略
的指針が必要 
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提案した販売戦略の骨子 図表2-6-8

iii）市場調査および分析 
　ピタックリーンのような貼付面を持つ着脱可能な液晶画面クリーナーは、一般市場では見つけるのが困難

で、まだ市場が形成されていません。そこで、新たな設備投資の必要性を検討するための一助として市場規

模を検討しました。検討するにあたり、潜在的な液晶画面クリーナーの需要を、携帯電話（液晶画面の大き

いスマートフォンとした）およびポータブルゲーム機を市場調査の対象とし、仮説を基に分析を行いました。 

　その結果、スマートフォンおよびポータブルゲーム機以外にも適用できる用途はたくさんあるものの、モデル

支援企業の生産可能枚数と試算された潜在市場規模とを比較すると、これら２つの用途以外で爆発的なヒ

ットが生じたりしない限りは、新たな設備投資の必要性はないものと判断しました。 

 

iv）ターゲットカスタマー分析 
　モデル支援企業の事業戦略として代理店への卸売が基本という点を考慮し、候補となるようなノベルティ

グッズとしての潜在顧客を想定しました。一方、商品およびモデル支援企業名の一般消費者に対する知名

度を上げることを考えると、単なる販売促進あるいはノベルティグッズとしての用途のみに頼らず、ピタックリー

ンをグレード分けし、上位モデルとなるような商品を一般小売市場へ投入することも視野に入れる必要がある

と考え、併せてターゲットユーザー層の分析も行いました。 

 

v）販売戦略の提案 
　 以上の分析を踏まえ、以下の図表の通り、ピタックリーンの販売戦略の提案を行いました。 

b.課題 
● ピタックリーンの商品ライフサイクルは、製品成熟後は長くとも3～5年程度と想定され、その後の中長期

のビジネスを考えるのであれば高付加価値化が必要不可欠 
●  現在行っている販売代理店への卸売は利幅が少ないため原材料コストを含めた製造コスト削減を行

うか、または機能、デザインにおいてグレード分けされた上位のモデルを一般小売市場に投入することが

必要 

◆  国内市場における販売展開は、以下の優先順位にて順次営業活動を行う 

①携帯電話プロバイダー 

②ターゲットユーザー分析から導き出された企業 

③販売促進費の割合が高い業界における企業 

◆  グレード分けし、機能・デザインにおいて上位モデルとなるピタックリーンの一般小売 

　  市場への投入を検討（新機能の追加） 

◆  海外への販売展開は、模倣品への対応やビジネス上のリスクも高いことが想定されるため、

　  国内での商品認知度が高まってから検討 
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ピタックリーン新機能候補とその機能の記述があった特許文献数 図表2-6-9

ピタックリーンの新たな用途先 図表2-6-10

②ピタックリーン新機能調査 
i）調査目的 
　現行のピタックリーンに採用すると付加価値を生み出すような新機能や、ピタックリーンの新たな用途をモ

デル支援企業に提案し、ピタックリーンの機能強化の参考情報として活用してもらうこととしました。 

 

ii））調査方法と調査結果 
● ステップ１：特許調査 

　IPDL（特許電子図書館）の公報テキスト検索を用いて、拭取り性や着脱性と同等機能を有する発明およ

び考案を検索しました。その結果、５４８件がヒットしました。 
● ステップ２：調査結果の分析によるピタックリーンの新機能候補抽出 

　ヒットした文献から、ピタックリーンに関係する５６件の文献を抽出しました。さらに、この５６件の文献を分析

し、ピタックリーンに付加価値を生み出すような新機能候補を抽出しました。 

● ステップ３：ピタックリーンの新たな用途候補の抽出 

　ステップ２で抽出した５６件の文献を分析して、ピタックリーンの新たな用途候補を抽出しました。 

　新機能候補が記載された特許文献から、特に注目すべきものとして、ピタックリーンへの適用例をいくつか紹

介しました。 

基本機能 
・拭取機能、ゴミ捕捉性 
・着脱機能（柔軟性） 

五感に関する機能 
・芳香機能[３件]、消臭機能[４件] 
・触感（風合い[６件]、弾力[１件] 
・外観（厚み[２件]、デザイン性[１件]） 
・拭取音発生機能[２件]

その他の機能 
・表面の汚れ防止機能[３件]、損傷防止機能[２件] 
・静電気除去機能[６件]、帯電防止機能[４件] 
　電磁遮断機能[１件]、・低公害[４件]、・生産性[２件]

クリーナー機能 

・抗菌機能 [１０件] 
・殺菌機能 [２件] 
・除菌機能 [１件] 
・拭取作業性 [４件]

・吸水性　[１０件] 
・保水性　[１件]

鏡 化粧用鏡（コンパクト、手鏡） 

洗面用鏡、浴場用鏡 

自動車サイドミラー 

窓ガラス 

眼鏡レンズ 

カメラレンズ 

IT関連機器 

オフィス機器 

モバイル機器 

携帯電話 

ゲーム機 

ゲームコントローラ 

テレビ画面 

電話機 

 

食卓、ケーブル 

家具 

シンク 

CD 

床（履物の底面につけて掃除） 

マウスパッド 

セラミック製品 

車（洗車つや出し） 

ガラス、レンズ 

機器 

家庭用 

その他 
 

2-6 楽プリ株式会社 

～昇華印刷技術と商品企画力により新規市場の開拓を目指す～ 



109

第
２
章
　
知
的
財
産
経
営
の
実
践 

調査結果による結論 図表2-6-11

iii）調査結果に対する評価 
　新たな適用例によっては、携帯電話やモバイル機器がメインだったピタックリーンのターゲット層を拡大で

きます。 

　また、ターゲットの全く異なる他の適用例によれば、新たな市場を開拓できる可能性を秘めており、モデル

支援企業が検討する価値は十分にあると考えられます。さらに、価格帯を現状のピタックリーンの価格帯から

少し上げることがき、高付加価値化できる可能性があります。 

 
③ファスナー印刷特許調査 
i）調査目的 

　モデル支援企業が有している技術の優位性を確認し、大手メーカーと提携するための知財戦略について

検討するために、ファスナーの印刷技術に関する特許調査を行いました。 

 
ii）調査方法と調査結果 
● ステップ１：特許調査 

　IPDL（特許電子図書館）の公報テキスト検索を用いて、ファスナーへの印刷に関する文献を検索しました。

その結果122件がヒットしました。 
● ステップ２：ファスナーへの印刷に関する文献の抽出 

　122件の中から、12件のファスナー印刷に関係する文献を抽出しました。さらに、この12件の文献を分析

し、5件を選別しました。 
● ステップ３：公報の分析  

　5件の公報について、モデル支援企業の印刷方法・装置とそれぞれの文献とを、汎用性、量産性、美観な

どの観点から比較し技術の優位性を検討しました。 

　以上の分析より以下の結論が導かれました。 

④提携戦略・契約関係 
i）提携戦略の提案および契約等の解説 

　モデル支援企業が、ファスナーの両面印刷に関して業界をリードする技術を有していること、そしてその技

術は、特許により保護される技術とノウハウにより保護される技術が組み合わされていることが判明しました。

その結果、コンサルティングチームより、提携戦略においては、特許のライセンス契約に加えて、ノウハウ（技

術指導を含む）のライセンス契約もその対象にできることや、その方針並びにそれぞれのライセンスにおける、

メリット・デメリットが示されました。 

モデル支援企業が有するファスナーへの昇華印刷技術は、既存の技

術に比べ、精密な印刷・美観に優れた印刷ができる点で技術的優位性

を持つ。 

技術のライセンスが想定されるため、小改良を含めた広範囲の特許の

ポートフォリオ化よりも、基本特許の充実を図る戦略が適する。 

▲
 

▲
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ライセンスの方針 図表2-6-12

モデル支援企業が関わる各種契約 図表2-6-13

コンサルティングチームによる報告 図表2-6-14

＜ライセンスの方針＞ 
①特許 
特許ライセンス　⇒ 　合理的な料率のランニングロイヤルティの取得 

②ノウハウ 
ノウハウライセンス（営業秘密管理可能なノウハウ） 

　　　　　　　　⇒ 　合理的な料率のランニングロイヤルティの取得 
ノウハウの開示料の取得（営業秘密管理が困難なノウハウ） 

　　　　　　　　⇒ 合理的な金額のワンショットロイヤルティの取得 
③技術指導 
　技術指導料　　⇒ ノウハウロイヤルティに含まれる 

＜アライアンスにおけるステージ＞ 
（ステージ１） 

お互いの情報の交換ステージ　→ 秘密保持契約 
（ステージ２） 

お互いに興味がある製品を、共同で開発するステージ 
　　→共同開発契約 

（ステージ３） 
製品の製造販売の具体的目標が立ち、大量に製品を製造して販売するため
に開発するステージ 

　さらに、大手メーカーとの提携戦略として、製品の販売に至るまでの提携の流れと各ステージの解説がなさ

れ、現在モデル支援企業はステージ１にいること示されました。 

ii）提携戦略・契約等のまとめ 
コンサルティングチームにより、モデル支援企業に対して以下のことが示されました。 

＜ファスナーに関するまとめ＞ 

（i）  モデル支援企業が有する技術の優位性 

（ii）  その技術が特許保護とノウハウ保護の組み合わせであること 

（iii）  提携の流れとモデル支援企業が現在どの段階にあるかの認識 

（iv）  提携において、今後締結されるであろう契約とその内容 

（v）  ライセンス契約の対象となる保有技術 

2-6 楽プリ株式会社 
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昇華染色技術のアプリケーションの種類 図表2-6-15

　これにより、今後もモデル支援企業が大手メーカーと提携を進めるにあたって、どのようなことに気をつけれ

ば良いか、そしてどのような専門家のアドバイスをどの段階で受ければ良いか等の判断を行う際の道標となる

ことが期待されます。 

 

⑤昇華染色アプリケーション調査 
i）調査目的 

　この調査は、昇華染色に関して調査時点までに特許出願されているものの中から、モデル支援企業が今

後商品開発を行う上で参考となる情報を提供することを目的として行われました。 

 

ii）調査方法と調査結果 
　● ステップ１：特許調査 

　IPDL（特許電子図書館）の公報テキスト検索を用いて、公開された特許文献や実用新案文献の中から、

昇華染色技術に関する発明および考案を検索しました。 

　その結果、ヒット件数を、902件まで絞り込みました。 

　● ステップ２：調査結果の分析による他のアプリケーションの抽出 

　ヒットした902件の文献から無関係な文献を取り除き、26件の文献を抽出しました。 

　● ステップ３：昇華染色技術の他のアプリケーションの代表例の紹介 

　ステップ２で抽出した26件の中から、注目すべき代表例を6件紹介しました。 

　これらの調査によって、他社がどのような昇華染色技術のアプリケーションを実施しているかをモデル支援

企業に把握してもらうことができました。また、昇華染色技術の他のアプリケーション例を特許文献調査によ

って容易に調べられるということを認識してもらうとともに、自分たちで特許文献調査を行うことによって今後

の製品開発にも活かすことができるということを認識してもらえた点で、上記調査は非常に意味のあるものと

なりました。 
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種　別 対　象　物 

エンターテイメント　　ボーリングボール 
 双方向型コンピュータゲームと併用するための衣類 
 対話型活動装置で使用する標的 
 竹刀用又は木刀用の鍔 
 着用者の動きを追跡する際に対話型ゲームを支援するために着用できる服装品 

日用品 ガーゼタオル織 
 ランプシェード 
 衣類 
 押釦スイッチのキートップ、携帯電話等の筐体、液晶パネルカバー、付け爪等 
 画像染色物 
 眼鏡フレームの染色方法及び眼鏡フレーム 
 携帯電話ケース、髪止め 
 天然皮革 
 棒状成形品の装飾方法及び箸 

美容品 美容用研磨・艶出しシート 
 付け爪 

建材、構造物 エスカレータ等の昇降板 
 シャッター 
 屋内外広告材，店舗オフィス内装材，一般住居用内装材用装飾パネル 
 車両の室内部品 
 畳、玄関マット、座布団、テーブルクロス 
 網戸 
 木質化粧材 
 木目調化粧板 
 浴室の浴槽などに使用できる加飾されたアクリル板 
 冷蔵庫用ドア外装パネル 
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⑥特許検索方法および特許マップ作成方法の講習 
i）目的 

　特許調査や特許マップを用いた分析の有用性および手法をモデル支援企業に体験してもらい、コンサル

ティング後も継続して特許情報を活用してもらうことを目的として、コンサルティングチームはモデル支援企業

に特許検索方法や特許マップ作成方法の講習を行いました。 

 

ii）講習内容 
　ピタックリーンの新機能調査を題材に、特許検索して特許マップを作成するまでの一般的なプロセス（ス

テップ１からステップ５）を解説しました。 

　● ステップ１：特許検索式の決定 

　● ステップ２：特許検索 

　● ステップ３：一次調査（関係のある文献と無関係な文献との分類） 

　● ステップ４：二次調査（一次調査で関係ありと分類された文献の分析）する 

　● ステップ５：特許マップ作成 

　モデル支援企業は、昇華印刷技術を利用して、常に新事業領域に進出しようとする進出意欲にあふれる会

社であり、昇華転写印刷を新たな商品アイテムに適用することにより、新しい市場を開拓してきました。 

　高度経済成長が終わり企業の生残りがとても厳しくなっている経済状況の中、人的・金銭的資金に乏しい

中小企業にとって、まずは事業戦略が重要であり、知財戦略は事業戦略に従って行うべきです。 

　今回、コンサルティングチームは、主力商品に対しては、知財に頼らない販売戦略を提案する一方、新しい商

品開発に対して特許情報を活用してアドバイスをするとともに、ファスナー事業に対しては、知財を活用した提

携戦略を提案しました。 

　今回のコンサルティングチームの提案した戦略を活かして、モデル支援企業が、適切な事業戦略に基づい

た事業展開の重要性を認識し、その上で、効果的な知財戦略を組み込むことにより、当該モデル支援企業が、

より高いステージへと飛躍・発展していくことを期待しています。 

（６）エピローグ 
―確固たる事業戦略のもとに経営資源の有効活用を図る― 

（７）モデル支援企業のコメント 

取締役会長　天野康朋　　 
　我々中小企業は、特許を専門家にまかせて何でも押さえられると考えている方 も々少なくありません。その内

容と技術のコアは自社が一番理解しているので、ともかく原案作成は自社で作る、その中にまた新しい考えが

浮かんできて相乗効果が生まれてくる。その様なアイデアが特許庁の特許電子図書館には豊富に有って、そ

の使い方を教えていただいた事は有意義でした。今後は自社の規模に合った事業戦略を考え、それに最低限

必要な知財を期日、内容を考慮した知財戦略と、それに伴うノウハウ戦略の融合を行っていく所存です 
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（参考）コンサルティングチームの紹介 
―各分野のトップ・プロフェッショナルが融合した最強チーム― 

大澤健一（弁理士） 

　今回は、中小企業におけるコンサルティングの難しさを勉強させてもらうことができ大変感謝しております。我々のコンサルティン

グは、モデル支援企業において既に考えられた事業案にもとづいて投資が開始された段階から始まった結果、モデル支援企業の

事業案の検証→課題の抽出→提案・支援という流れになりました。今この時の現状にあった形でコンサルティングチームが戦略等

を作成させていただきましたが、市場状況を初めとしてモデル支援企業を取り巻く状況は日々刻 と々変化していることより、作成した戦

略を参考に、経営者の方々が最適な事業計画を立案・遂行して、モデル支援企業がさらに発展されることを望んで止みません。 

コメント 

→コンサルティングによる主な役割：特許調査・分析、知財戦略・提携戦略の策定・提案 

高橋康宏（米国公認会計士） 

　今日のような景気後退の中、大企業と比べ経営資源に乏しい中小企業においては、知財戦略がますます社の命運を左右する

といっても過言ではありません。とりわけ経営目標の達成、または経営課題の克服のためには、他の経営資源と同様現実的な事

業戦略のもと知財に投資し、それを活用する必要があります。今回のコンサルティングにおいても、知財戦略のみならずモデル支

援企業の事業戦略にあたる部分に関しても言及することとなりました。残念ながら、知財管理や知財戦略に基づく研究開発体制

などについては、モデル支援企業の規模やリソースの関係から十分なアドバイスは出来たとはいえませんが、今後、これらについて

も今回の支援メニューと同様に知財戦略として活用し、モデル支援企業の経営に生かしていただきたいと思っています。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：販売戦略・知財戦略の策定、特許調査・分析 

　今回のコンサルティングチームは、知財戦略コンサルティング企業のIPトレーディング・ジャパン株式会社　

清松久典と田中真里子をチームリーダーとして、弁理士の木戸基文、弁理士の大澤健一、米国公認会計士

の高橋康宏、知財部員の中川彰子、弁理士の宮川壮輔、企業技術者の渡邊健太郎といった幅広い専門家

８名から構成されます。 

　このチームの強みは、各分野のトップ・プロフェッショナルの知識や経験が融合されることにより、多角的な

視点でコンサルティングを行うことができることです。今回のモデル支援企業に対しても、知財のみに偏ること

なく、柔軟な幅の広いコンサルティングを進めました。 

中川彰子（知財部員） 

　企業の知財部員として、特許や商標などのいわゆる産業財産権に目が向きがちでしたが、今回のコンサルティ

ングを通じてこれらはあくまでツールであるという認識を改めて強くしました。モデル支援企業はアイディアに富み

新しいもの生み出そうという意欲にあふれており、これこそ企業の財産であると思います。産業財産権だけではな

く広い意味での知的財産を上手に活用し、アイディアに富むという特徴を生かして発展して行くことを期待してお

ります。今回のコンサルティングがその一助になれば幸いです。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：特許調査・分析、販売戦略・知財戦略の策定 
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宮川壮輔（弁理士） 

　今日では、今までのように大量に出願してとにかく権利を取得するというフェーズから、効率的・効果的に知的

財産を活用するというフェーズに移行しつつあります。そのような中でも、中小企業にとってまず重要なのは事業

戦略を明確にすることです。中小企業の中には、事業戦略を明確にしていないところも多く、今回のコンサルティ

ングでも、モデル支援企業の事業戦略を見極めることに努めました。そして、事業戦略を明確にした上でモデル

支援企業のための最適な販売戦略・知財戦略を策定しました。モデル支援企業の今後の発展を楽しみにして

います。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割：特許調査・分析、販売戦略・知財戦略の策定 

渡邊健太郎（企業技術者） 

　今回のコンサルティングでは、モデル支援企業にどう役に立つのかを常に意識して提案するよう努めました。事

業戦略をベースとして知財戦略を立てることにより、モデル支援企業の問題意識や課題にこたえる形で、知財を

活用した支援内容を提案できたと考えています。知財は事業実現のための一手段なので、どんな状況にも有効

とは限りませんが、今回の支援メニューを参考に知財を効果的に活用していただき、今後大きく成長されることを

期待しています。 

コメント 

→コンサルティングにおける主な役割： 事業環境の分析、特許調査・分析 

木戸基文（弁理士） 

　「いかにして利益を増やすか」という究極の経営課題に知財の観点から取り組みました。知財を技術力の高さ

や商品の独自性のピーアールに活用できると、代理店勧誘の一助となり「代理店獲得コスト」を下げられるかも

しれません。また、他社知財を分析して付加価値や新たな用途を加味した高価格商品を提供できると、「商品単

価」を上げられるかもしれません。モデル支援企業には知財戦略を実行することで利益が増えることを実証してい

ただけることを期待します。 

コメント 

→コンサルティングによる主な役割：知財戦略策定方針の示唆 

田中真里子（ＩＰトレーディング・ジャパン株式会社　知財戦略支援部マネージャー） 

　限られた経営資源を有効に活用しながら収益源を増やしていくためには、今後の事業戦略を明確にし、優先順

位をつけて取り組む必要があります。モデル支援企業は、豊富なアイディアを武器に新商品開発に積極的に取

り組んでいますが、今回のコンサルティングでは、経営者が思い描いていた理想像を知財、技術、市場等の観点

から多角的に分析することにより、実効性のある支援ができたと考えます。モデル支援企業には、理想像に近づく

ための具体的な事業戦略、知財戦略を常に意識して、新たな収益の柱を確立していただきたいと思います。 

コメント 

→コンサルティングによる主な役割：知財戦略立案方針の方向性の示唆と修正、確認 
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清松久典（ＩＰトレーディング・ジャパン株式会社　取締役、知財戦略支援部部長） 

　今回の支援のテーマは、事業戦略と知財戦略の融合でした。モデル支援企業からは、非常にセンシティブな情

報も開示していただき、モデル支援企業の現状や方向性について、相当確度の高い仮説の立案ができたと思い

ます。これに基づき提示した知財戦略は、あくまでも現段階のものに過ぎません。今後知財保護や活用について

も戦略構築が必要となると思われます。現象面の問題から直接課題を導き出すのではなく、モデル支援企業のあ

るべき方向性の仮説も含めて真の課題を探求することにより、表面的ではないコンサルティングが提供できたの

ではないかと思います。 

→コンサルティングによる主な役割：知財戦略立案方針の方向性の示唆と修正、確認 

コメント 


